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近
世
銀
山
の
領
有
機
構

院
　
内
　
銀
　
由
　
の
　
研
　
炎
（
一
Y
－
ー
ー

へ石

葉

壬

ハ
u
予

▼
ヤ

｛》，

国
獄
|
・
鐵
捌
黙
黙
驚
鋸
蘇
募
鋭
酬
、
噌
で
あ
る
照
顧
ヨ
ハ
・
旋
聾
毒
草
藻
鏑
期
裏
壁
具
縫
簑
の

　　　　　　　　　　A　　　　　　　　一一vs　　　　　　wtwt－　　　　N”．k一”wu　　．txANua
発
展
を
規
御
す
る
も
の
で
あ
り
直
擬
世
界
史
的
親
摸
に
も
つ
な
が
る
問
題
で
も
あ
る
。
院
内
銀
山
を
と
り
あ
げ
て
鋲
生
産
の
実
情
と
・
“
も
に
論
ず
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

領
右
u
経
賞
鼠
腕
に
生
産
様
式
然
》
の
胆
心
」
題
に
餓
業
史
発
展
の
一
般
的
段
階
の
場
に
こ
れ
を
捉
え
も
帆
ば
な
ら
い
丁
、
つ
ね
に
諸
鉱
由
口
の
ぞ
，
為
に
比
轡
り
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
わ
が
鉱
業
勃
興
期
に
嶽
り
院
内
程
史
科
に
恵
ま
れ
た
も
の
に
比
顛
少
く
、
こ
の
重
要
鉱
肉
の
具
体
性
な
瀬
確
に
捉
え
る
こ
と

甑
右
の
W
頑
問
題
一
解
明
へ
の
修
羅
的
道
程
で
あ
り
ま
た
現
在
の
研
究
段
階
に
お
い
て
辿
る
べ
き
方
法
で
も
あ
る
。
木
論
は
「
銭
．
山
　
領
有
の
機
構
」
「
生
．
雇

の
形
能
醐
と
網
…
織
」
　
「
銀
生
産
の
動
向
」
　
「
銀
山
　
町
の
…
構
成
」
の
窯
出
県
か
ら
な
・
り
本
号
で
ほ
膚
の
婚
刎
工
県
を
扱
い
領
・
蹴
の
鉱
山
　
支
綿
…
翻
…
総
…
と
領
有
の
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

的
だ
る
鉱
山
算
入
を
明
か
に
し
た
◎
勿
論
こ
エ
に
述
べ
た
彫
態
セ
以
て
田
本
鉱
山
二
般
を
律
し
得
な
い
が
、
な
お
最
も
普
減
的
猷
一
類
型
で
は
あ

っ
た
。

　　　　　　　　　　Mv　　　　　　　　　’一tN　　　　　　　　晒　　　　　　　vw　　　　　　り　　　　　　げ）1　　　u．　pt“　　1冒「》　　、甲　、
㌔ド　煽r　　、ド
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緒

蟹口

　
一
六
燈
’
紀
中
期
…
か
ら
一
七
・
世
紀
舗
剛
半
期
に
至
る
約
一
世
紀
間
は
、

臼
太
丁
に
お
け
る
…
賞
金
属
生
産
庚
上
の
変
一
叢
・
期
で
あ
り
、
明
治
…
以
嘉
剖
に

　
　
　
　
　
　
近
灘
銀
山
の
領
有
槻
縫
（
小
灘
爾
）

あ
っ
て
ぱ
圧
倒
的
な
訊
取
盛
繍
覗
で
あ
る
。
こ
の
闇
の
研
究
の
対
象
と
そ

の
重
要
株
一
に
つ
い
て
は
、
口
取
近
の
史
湘
…
に
腺
職
せ
た
阿
仁
金
由
【
の
研
…
究

の
緒
書
中
に
も
雷
及
レ
た
と
乙
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
際
も
述
べ
た
如

く
、
近
世
初
期
の
闇
門
題
の
鯉
川
明
に
ぱ
圃
時
代
の
史
料
の
理
会
か
ら
出

一



透
門
銀
山
の
領
有
機
構
（
小
焚
田
）

発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
・
こ
れ
は
愛
鳥
す
ぎ
る
事
笑
で
あ
る
が
、
近

世
一
初
期
の
闇
一
蒔
代
」
の
鉱
出
史
癬
…
の
現
論
仔
す
る
A
も
の
ぱ
甚
一
だ
少
、
い
。
君
杁

田
　
潜
に
残
さ
れ
た
影
干
の
記
録
丈
漁
凹
は
稀
膚
四
の
傭
周
に
属
す
る
。
就

中
、
院
内
銀
由
に
狂
す
る
更
料
は
比
較
納
豊
富
で
あ
る
。
従
っ
て
同

工
駄
山
の
研
…
究
二
瀬
が
調
頁
金
属
生
薩
史
上
の
二
塁
－
期
の
鰍
駅
問
題
を
解
決

す
る
璽
要
な
る
叢
…
礎
資
料
た
わ
う
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

　
院
内
銀
山
は
慶
長
一
一
年
発
見
さ
れ
、
翌
年
よ
診
操
業
さ
れ
て
、

鰍
銀
の
大
揃
睾
蔭
期
に
あ
た
’
り
、
佐
渡
に
つ
ぎ
石
見
、
生
野
と
比
一
黙
し
た

大
加
銀
山
で
あ
っ
た
。
　
一
六
、
七
世
紀
は
世
界
口
上
鷺
た
厩
貝
金
口
馬
生
産

の
変
雛
・
期
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
世
紀
間
の
或
る
年
代
を
限
れ
ば
、
日

水
ぽ
世
界
丁
銀
心
底
で
あ
っ
た
と
し
て
過
鍋
で
な
い
。
世
界
の
銀
の

加総

ｶ
轟
腕
額
が
陪
午
に
五
、
六
〇
万
キ
ロ
（
勿
論
日
・
本
な
ど
東
洋
諸
岡
の

分
は
除
外
さ
れ
て
い
る
）
と
す
る
な
ら
ば
、
　
一
七
世
紀
の
初
期
に
は

日
本
の
珈
雌
斜
澱
叡
が
恐
ら
く
一
〇
乃
キ
ロ
を
突
破
し
た
年
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
と
に
か
く
一
図
の
大
銀
目
で
あ
っ
た
院
内
の
研
究
は
、

そ
れ
だ
け
で
も
意
義
を
持
っ
て
い
る
。

「
鍾
」

　
本
論
の
史
料
と
し
て
特
に
次
の
三
種
に
つ
き
解
説
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

（
イ
）
梅
漣
阪
藁
臼
記
　
　
ご
一
巻
二
五
籔
　
　
爵
慶
長
一
七
、
二
亜
寛
永
一

〇
、
三

霜
の
内
巻
二
は
上
は
慶
長
一
入
院
内
銀
由
箆
者
成
敗
人
続
下
は
慶
長
一
八
、

三
院
内
銀
山
潔
諸
役
運
上
銀
覚
帳
、
巻
三
は
上
は
霞
優
長
一
九
、
二
食
尚
、
一

二
下
は
自
隠
亡
一
九
、
六
器
圖
、
蝋
二
院
内
銀
山
断
罪
記
と
な
っ
て
い
る
が
、

他
は
各
巻
と
も
員
記
で
一
年
一
巻
を
眠
し
、
噌
六
巻
（
寛
永
五
と
九
懸
（
寛
永

八
）
が
上
下
二
難
と
な
る
。
た
寵
し
元
和
九
年
分
を
欠
き
、
ま
た
蹴
記
と
し

て
は
慶
長
一
八
、
　
一
九
年
分
が
存
し
な
い
わ
け
で
あ
る
。
原
本
は
現
在
秋
田

県
立
図
轡
転
読
蔵
、
た
y
一
六
巻
の
下
を
欠
き
、
こ
れ
は
佐
竹
義
栄
氏
の
蔵

書
欝
録
に
載
せ
る
溶
現
存
し
な
い
。
鷹
穴
史
料
綿
押
所
腿
本
は
昭
湘
八
、
九

年
に
梅
津
光
雅
氏
所
蔵
雰
を
、
一
六
巻
下
は
別
に
佐
竹
家
所
蔵
本
を
寧
し

た
の
で
、
梅
～
津
氏
よ
り
そ
の
後
図
嘗
館
へ
寳
託
さ
れ
た
の
で
あ
る
α

旧
臣
は
叢
金
の
第
四
子
、
秋
曙
霧
初
期
の
藩
老
と
し
て
令
名
あ
っ
た
憲
忠
の

実
弟
。
彼
は
慶
長
一
四
頃
院
内
銀
山
雨
脚
た
り
し
こ
と
あ
b
（
ヶ
一
七
、
七

｝
六
）
同
一
七
、
入
墨
罰
じ
く
山
翠
行
を
勤
め
た
。
同
一
九
年
謝
月
の
条

に
、
去
年
山
売
行
辞
任
を
ゆ
出
で
許
さ
れ
す
、
越
後
普
請
（
高
田
城
）
入
足

の
脇
役
を
命
ぜ
ら
れ
、
慨
月
以
来
の
山
の
様
子
亦
ぜ
す
云
々
と
い
っ
て
い
る

の
で
、
画
牽
行
の
職
は
と
の
時
ま
で
解
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
分
る
。
元
和
．

以
来
藩
の
賀
賦
征
税
に
任
じ
、
か
ね
二
二
牽
行
の
地
位
に
つ
い
て
鉱
山
行
敵

の
枢
務
に
当
っ
た
。
寛
永
七
年
憲
恵
死
後
藩
老
と
な
り
、
同
蝋
○
年
三
月
被

す
、
年
五
十
三
。
敷
齋
の
藩
敷
初
期
の
鉱
山
行
孜
に
診
け
る
足
鯨
は
そ
の
日

記
を
見
れ
ば
了
得
さ
れ
る
Q
鉱
山
歪
宝
婁
録
に
も
玖
暴
の
仕
法
を
多
く
物
餅

っ
て
い
る
Q
元
藤
｛
四
年
夏
院
内
地
方
大
水
黒
影
の
普
請
状
況
を
視
察
し
た

（5Ps）



藻
…
雲
霧
瀧
与
宏
衛
門
が
、
岡
本
元
朝
に
寄
せ
た
講
翰
に
、
銀
山
山
師
十
入
は

か
り
牽
憂
し
、
添
紋
（
致
景
）
を
山
神
に
合
瀧
し
て
い
畜
こ
と
を
語
っ
た
と

記
し
て
い
る
。
（
南
朝
H
記
尤
画
一
四
、
入
、
一
八
）
本
文
申
の
割
譲
に
慶

畏
（
ヶ
）
元
職
（
ナ
）
出
穂
（
カ
）
を
以
て
示
し
、
ヶ
一
九
、
猟
、
八
は
臼

記
慶
長
一
九
年
五
、
月
賦
a
の
条
に
当
る
。

ハ
翼
）
院
内
銀
山
記
、
続
院
内
銀
山
記

｝
見
し
た
も
の
に
次
の
三
種
が
あ
る
が
、
内
容
は
ほ
と
ん
ど
変
ら
ぬ
。

秋
田
撚
立
図
題
装
本
　
銀
山
記
一
巻
　
続
黒
山
記
　
　
一
巻

院
内
晦
十
分
一
斉
薩
隆
蔵
筑
本
　
銀
山
記
　
二
巻
　
羅
臼
由
記
　
一
巻

内
閣
丈
庫
本
　
　
　
　
　
　
　
　
銀
山
記
　
二
巻
　
続
銀
戯
事
　
　
一
巻

内
閥
丈
庫
本
は
明
．
治
ニ
弔
慰
に
院
内
銀
山
町
大
内
為
之
助
本
を
害
し
た
の
で

・
穴
内
氏
は
後
に
小
野
耕
に
移
っ
た
。
正
続
含
せ
て
三
巻
本
は
院
内
地
方
に
か

な
b
．
轍
寧
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
Q

銀
山
記
の
序
に
「
院
内
銀
両
に
年
月
を
ふ
も
し
浴
の
友
五
叫
こ
人
集
b
て
、
普
物

語
の
序
、
搬
も
中
綴
始
り
て
き
の
ふ
に
け
ふ
と
は
思
ぺ
と
も
観
に
三
十
の
春

款
を
燈
に
し
」
と
て
後
世
の
た
め
に
急
偶
を
語
b
伝
え
る
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
続
銀
山
記
の
序
に
「
こ
、
に
院
内
銀
山
記
と
号
し
て
．
一
巻
（
三
巻
本
に

は
両
巻
と
あ
る
）
の
欝
あ
り
、
其
序
に
日
継
た
る
を
つ
き
落
た
る
を
あ
っ
む

へ
し
と
後
の
人
に
薩
訓
す
、
し
か
れ
ば
銀
両
開
闘
こ
の
か
た
諸
役
衆
寧
の
家

名
爽
嶺
な
き
事
残
念
の
あ
ま
り
に
八
コ
ぜ
ん
き
し
て
見
る
に
既
に
五
十
余
年
を

ふ
れ
は
更
に
分
明
な
ら
す
、
せ
め
て
大
頭
知
は
か
り
の
こ
と
記
さ
ん
と
お
も

ふ
に
、
そ
れ
さ
へ
さ
た
か
な
ら
さ
れ
は
年
代
を
推
は
か
う
て
落
た
る
を
捨
ひ

以
後
の
絶
た
る
を
霜
継
こ
と
の
な
わ
」
と
あ
る
。
函
轡
豊
本
の
み
に
銀
悪
説

近
世
銀
出
の
顛
麿
機
構
（
小
葉
随
）

序
の
後
に
「
寛
永
十
黒
戸
丙
脇
師
趨
朔
縣
」
続
銀
山
引
馬
の
後
に
「
無
漏
三

庚
子
加
撃
六
月
」
　
一
戸
隷
晒
蕉
門
の
記
入
が
あ
る
Q
　
こ
の
年
忌
〃
紀
は
序
丈
．
に
…
島
○
年

或
は
皿
O
余
年
と
あ
っ
て
銀
山
闘
刺
の
慶
豪
一
一
、
二
年
畷
よ
り
数
え
て
粗

滴
う
ら
し
く
見
え
る
。
秋
田
地
方
で
は
銀
山
記
舗
銀
山
記
は
戸
部
蕉
裁
の
著

と
さ
れ
て
い
る
。
毘
霞
は
一
懲
斎
と
号
し
奥
羽
永
慶
軍
記
四
〇
巻
の
続
渚
と

し
て
知
ら
れ
、
宝
永
醐
年
一
二
月
二
七
臼
年
六
十
三
に
て
残
し
、
横
堀
町
東

南
の
熊
堂
の
金
入
の
螢
域
に
葬
っ
た
。
　
（
真
崎
丈
轡
光
勲
様
彿
上
意
之
覚
、

昭
和
三
年
刊
維
勝
郡
郷
土
史
資
料
）
そ
の
生
年
は
毘
保
二
年
と
な
か
、
万
治
三

年
に
は
一
六
オ
だ
か
ら
続
銀
山
記
の
着
旧
す
ら
党
束
な
い
。
し
か
る
に
現
廊

の
銀
山
詫
は
寛
永
以
後
の
話
柄
を
も
嶽
b
、
寛
交
七
年
の
山
繭
大
浄
共
太
郎

導
の
死
亡
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
ま
た
続
銀
山
記
は
大
門
即
ち
山
幕
行
の
名

を
留
め
る
を
主
母
的
と
す
る
こ
と
を
序
に
．
断
っ
て
い
る
が
、
寸
歩
の
状
況
そ

の
他
に
及
び
尤
謙
の
畷
に
羅
っ
て
い
る
Q
そ
れ
数
に
と
も
に
最
初
の
も
の
に

後
椴
余
程
燕
補
さ
れ
た
も
の
と
一
応
見
な
着
れ
ば
な
ら
ぬ
。
院
内
町
役
場
で

一
見
し
た
銀
山
記
の
寧
本
の
扉
に
、
伊
仁
多
茶
話
を
畷
き
銀
山
記
は
一
議
斎

続
銀
山
記
は
そ
の
門
流
の
碧
と
記
し
て
い
た
。
要
す
る
に
銀
山
記
乃
証
続
銀

山
記
は
詑
直
（
或
は
そ
の
門
流
〉
の
手
で
現
潅
の
形
に
作
ら
れ
た
も
の
と
し

て
よ
い
の
で
あ
る
ま
い
か
。

銀
山
記
は
銀
出
繁
栄
の
情
況
を
叙
し
て
や
㌧
誇
張
し
が
ち
な
物
語
や
怪
下
戸

談
の
類
を
も
含
む
が
、
院
内
初
期
の
貴
鍛
な
史
料
を
載
せ
て
い
る
。
続
銀
鶏

記
の
駅
頭
以
下
諸
役
人
の
記
事
に
初
期
の
も
の
に
は
膜
伝
も
あ
る
が
、
得
継

い
典
料
も
多
い
。

〃
胎
盤
甕
開
拓
録
　
二
巻

三

（3e9）



　
　
　
　
　
近
灘
銀
爵
の
顛
有
機
構
（
小
藥
周
）

巻
宋
に
元
緑
四
歳
七
月
臼
黒
沢
浮
水
著
と
認
し
、
、
画
題
に
黒
沢
太
左
衛
門
殿

と
串
す
入
の
作
也
と
あ
る
。
梅
津
思
宴
臼
記
延
宝
二
年
三
刃
二
“
一
二
の
条
に

「
黒
沢
多
左
衛
門
惣
金
山
轍
行
被
仰
脅
饒
」
と
あ
る
。
多
窯
衛
門
は
元
諏
。

灘
霊
翼
録
の
申
に
、
麺
宝
二
年
三
月
か
ね
三
役
串
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
記

し
、
岡
五
年
霜
融
一
人
（
小
馬
川
光
忠
）
増
し
、
導
入
年
役
蓉
と
な
っ
た
と

あ
る
。
本
霧
は
院
内
銀
山
を
串
心
に
、
歓
淫
蕩
の
鉱
山
の
佳
法
を
述
べ
た
も

の
で
、
初
期
の
鉱
山
の
実
窟
を
見
る
上
に
も
赤
資
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

第
一
蛮
　
銀
山
領
有
の
機
梅

一
　
支
配
の
人
的
粗
織

　
鉱
山
業
に
お
い
て
、
鉱
山
を
領
有
す
る
も
の
と
鉱
由
を
経
常
す
る

・
も
の
と
二
つ
の
立
揚
が
あ
る
。
銀
山
領
有
者
は
院
内
の
場
合
秋
田
藩

主
で
あ
っ
て
、
そ
の
代
理
者
と
し
て
直
接
銀
山
の
支
配
に
蘇
る
も
の

が
西
奉
行
並
に
こ
れ
を
補
勒
す
る
諸
役
人
等
で
あ
る
。
銀
山
経
営
者

は
多
数
の
寅
師
が
主
体
と
な
る
も
の
で
、
か
れ
等
は
堅
肉
の
計
算
と

資
任
に
お
い
て
、
金
子
・
大
工
・
魚
子
な
ど
の
労
務
者
を
従
属
せ
し

め
て
採
鉱
に
従
い
選
鉱
製
錬
の
過
程
も
少
く
と
も
一
部
を
同
一
経
直

下
に
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
銀
山
剛
支
配
の
一
匹
論
曲
由
筆
勢
者
は
・
叫
奉
行
で
、
そ
の
他
に
御
蔵
方
、
十

“
分
の
一
の
役
入
が
あ
る
O

　
山
奉
行
ぱ
最
初
は
院
内
城
代
箭
田
野
義
正
こ
れ
に
任
じ
、
義
正
は

一
門
の
飯
土
用
壱
妓
守
を
銀
出
に
置
い
た
と
い
う
。
鋲
旧
記
、
続
銀

山
記
に
記
す
初
期
の
山
奉
行
以
下
藷
役
人
の
名
列
は
必
し
も
正
し
く

　
①

な
い
。
慶
長
一
三
年
に
酒
弁
勝
右
衛
門
、
人
見
九
左
衛
門
山
奉
行
と

な
ゆ
、
翌
年
梅
津
三
景
が
任
を
帯
び
て
い
る
。
元
和
二
年
頃
議
で
は

三
人
で
以
後
ぱ
二
入
と
な
っ
た
ら
し
く
歳
末
に
一
入
つ
つ
新
任
者
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

交
替
し
た
。
政
景
は
慶
長
一
六
年
蘇
に
再
度
山
奉
行
と
な
っ
た
よ
う

で
、
同
十
八
年
慕
に
は
交
替
の
予
窺
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
癬
く
留
任

し
た
激
瓦
で
あ
っ
た
と
…
怨
わ
れ
馬
や
。
嶺
奉
β
“
の
串
久
配
権
は
銀
鉱
業
つ

髪
わ
銀
の
生
髄
鞘
諸
過
程
に
臨
脚
し
た
部
需
供
だ
け
で
な
く
、
銀
山
町
の
民

政
税
務
警
察
一
切
を
含
み
、
銀
寅
の
外
郭
聚
落
を
な
す
上
下
院
内
、

小
野
、
横
型
に
お
け
る
銀
山
町
に
関
係
を
持
つ
税
務
に
も
及
ん
で
い

②る
。
し
か
し
慣
法
や
規
定
の
改
変
或
は
糞
罪
な
．
る
事
態
の
発
生
等
に

際
し
て
は
、
藩
老
の
指
示
を
仰
響
窪
た
藩
主
の
直
裁
を
饗
つ
こ
と
が

あ
っ
た
。
山
奉
行
は
（
諸
役
人
も
）
番
節
制
で
、
切
由
並
に
御
払
米

鉛
に
開
す
る
事
項
と
聞
ゐ
歩
山
方
な
ど
の
運
上
役
及
び
十
一
分
の
一
出
判

の
所
管
と
は
、
両
人
交
互
に
月
毎
に
当
番
と
な
っ
た
。
由
奉
行
役
所

（310）



に
番
箭
を
以
て
詰
め
る
御
物
轡
が
二
人
醒
か
れ
た
。
↓
噸
い
一
三

　
御
蔵
方
は
御
記
請
取
払
役
人
で
、
銀
山
に
売
捌
く
御
払
米
を
十
分

の
一
御
蔵
へ
受
納
め
か
つ
そ
の
払
方
を
管
理
し
た
〇
弾
入
で
初
期
に

は
毎
年
交
替
し
た
よ
う
で
あ
る
。
御
払
米
制
は
後
に
述
べ
る
が
、
御

払
米
代
加
算
の
蕪
…
納
㍑
臥
御
蔵
⊥
万
の
謝
頁
任
で
あ
っ
た
〇

　
十
分
の
一
役
ぱ
銀
山
の
入
口
な
る
十
分
の
一
役
所
に
詰
め
、
政
景

鶏
記
に
役
取
衆
と
記
さ
れ
、
二
入
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
役
所
に
は
直

打
と
秤
取
一
人
づ
エ
が
あ
る
。
銀
山
内
に
搬
入
す
る
商
品
に
つ
い
て

舳
銀
由
嵩
門
の
由
冗
億
…
段
を
評
締
エ
，
る
・
も
の
を
直
打
と
い
エ
、
秤
貴
・
ず
る
も

の
を
秤
取
と
麺
つ
夜
。
政
景
日
記
に
入
役
畜
軍
書
彫
物
誹
の
名
が
見

え
る
。
か
く
て
搬
入
商
品
に
対
し
評
価
の
十
分
野
一
を
課
徴
し
、
こ

れ
『
を
入
漁
黒
い
う
が
“
こ
れ
が
碑
初
期
に
は
役
持
の
載
同
点
で
行
わ
れ
「
た

こ
と
が
多
い
b
隠
隠
．
は
十
分
の
一
m
の
勘
入
の
監
視
が
謹
た
重
要
な

任
務
で
あ
っ
た
．
Q

　
以
・
上
は
創
蝋
由
一
隆
昌
繍
劉
の
廟
μ
期
に
は
款
潔
癖
塞
∴
公
の
士
分
出
丁
よ
冠
り
任
命

さ
れ
た
。
至
宝
要
録
に
、
御
蔵
役
獣
「
、
山
よ
き
時
は
久
保
田
御
奉
公

人
」
で
あ
っ
た
が
…
醗
害
獣
山
噌
出
行
｛
輩
下
の
者
つ
と
め
、
十
・
分
の
一
も

「
久
保
田
よ
b
／
郷
行
晋
同
胃
石
百
鷺
十
－
石
試
薦
石
取
も
の
“
も
＋
ロ
へ
院
内

　
　
　
　
　
澄
繰
熱
白
の
領
宥
機
縫
（
小
棄
照
）

親仏

R
能
時
鱒
分
は
産
立
た
り
し
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
太
一
転
勤
の

外
に
役
に
応
じ
扶
持
が
違
え
ら
れ
た
。
羽
陰
史
略
に
、
蜘
奉
行
人
見
、

二
黒
両
氏
の
扶
持
分
営
し
て
一
二
石
目
斗
三
升
三
合
と
あ
る
。
元
和

　
　
　
　
　
　
　

四
年
に
御
蔵
方
、
影
取
、
御
物
魯
等
に
不
正
事
件
が
起
き
て
政
景
が

銀
・
田
に
出
向
き
糺
明
し
て
い
る
。
か
れ
ら
が
扶
持
分
の
米
大
豆
を
山

内
で
売
却
し
入
用
米
を
長
倉
で
購
入
し
た
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
が
、

こ
れ
閥
は
出
内
　
の
御
払
米
傭
｝
段
が
他
処
よ
わ
｛
試
製
嗣
に
定
め
ら
れ
て
い
た

た
め
で
あ
る
。
こ
の
内
扶
持
高
の
知
ら
れ
る
の
は
御
物
書
で
四
人
扶

　
　
　
　
②

持
で
あ
っ
た
。

　
右
ぱ
当
欝
は
秋
田
士
分
よ
り
任
じ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ニ
ぼ
　
　
　
　
ゐ
ぐ
り

役
人
に
当
る
も
の
が
あ
る
。
山
群
、
山
廻
、
番
役
所
傘
入
、
牢
番
な

ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
霊
長
は
至
宝
要
録
に
「
山
に
て
め
仁
君
役
す
ろ

下
の
者
」
と
あ
っ
て
、
鉱
山
仕
法
に
慣
黙
し
た
山
居
住
の
浪
人
等
を

用
い
、
出
牽
行
を
補
佐
し
た
。
由
廻
は
山
奉
行
指
南
の
尾
軽
や
山
内

の
浪
人
等
よ
ゆ
任
用
し
、
山
奉
行
の
配
下
と
し
て
主
と
し
て
山
方
を

巡
検
レ
鉱
山
稼
業
上
の
非
違
を
取
締
つ
た
Q
当
番
制
で
あ
っ
て
当
番

と
も
称
し
た
。
は
じ
め
藩
よ
ゆ
給
銀
癒
支
出
せ
ず
山
内
か
ら
供
出
せ

し
め
て
多
数
の
由
廻
を
絢
…
え
て
い
た
の
で
、
発
和
九
年
政
鳳
墨
出
張
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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近
世
銀
山
の
籏
宥
機
縫
（
小
簾
田
）

み
ぎ
り
山
奉
行
、
の
各
自
下
に
三
、
四
人
に
制
限
し
て
藩
よ
り
給
銀
（

合
力
銀
）
を
給
与
す
る
こ
と
と
し
た
。
・
田
廻
惣
左
衛
門
の
如
き
ム
田
力

銀
五
霞
を
与
兜
ら
れ
だ
。
サ
　
℃
一
八
黒
沢
氏
の
か
ね
山
奉
行
時
代
即

ち
延
宝
頃
に
は
、
由
奉
行
各
自
一
人
つ
つ
指
南
の
小
者
を
山
廻
と
し

余
ぱ
従
晶
出
通
の
山
農
を
用
い
だ
が
、
元
畜
頃
に
は
山
不
…
茶
内
の
も
の

も
縁
故
に
ぎ
り
任
回
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
番
役
所
番
人
欺
、

間
歩
所
在
地
と
下
町
の
聞
に
番
所
が
あ
っ
て
開
歩
口
番
歴
と
も
よ
ぶ

が
、
こ
玉
に
嵩
め
て
鉱
石
の
搬
出
を
検
閲
し
た
。
銀
山
記
に
「
山
小

燈
と
下
町
の
聞
々
に
石
番
所
と
名
付
て
番
所
役
人
三
臼
三
夜
勤
番
し

て
是
を
改
む
一
と
あ
る
。
慶
長
一
七
年
に
滝
の
下
大
切
山
に
で
落
間

の
畏
家
を
立
退
か
し
め
聞
歩
と
町
方
の
境
界
を
明
か
に
し
て
番
屋
を

建
て
た
例
も
あ
る
。
離
」
翫
、
こ
の
役
人
も
浪
人
等
を
用
い
た
ら
し
い
。

煎
奉
行
、
山
長
老
、
山
廻
は
聞
歩
切
取
或
ぽ
五
節
句
に
山
師
よ
め
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

儲
憐
を
う
け
た
Q
な
お
こ
の
」
祝
儀
は
錯
役
人
に
も
及
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

　
牢
番
は
扶
持
と
し
て
よ
き
一
等
分
を
無
…
役
で
免
許
さ
れ
髪
結
投
を

給
与
さ
れ
た
。
関
…
坑
当
初
の
盛
時
に
は
よ
ヴ
き
二
丁
分
を
熱
噛
し
髪
卸
和
も

多
く
収
入
が
山
面
き
か
っ
た
。
元
和
六
年
頃
に
ば
薪
…
伐
地
も
遠
く
な
り

一
日
に
三
韓
分
し
か
伐
採
で
き
ず
髪
結
も
減
じ
て
、
牢
番
喜
左
衛
門

山ノ、

か
ら
勤
め
か
れ
る
と
・
甲
線
で
延
の
で
、
よ
き
ゴ
丁
分
を
許
し
た
。
舷
ハ
脚

寛
永
に
ぱ
髪
結
役
も
一
ル
毎
月
一
二
匁
の
と
こ
ろ
六
匁
に
減
っ
た
の

で
、
牢
番
か
ら
著
傍
が
で
て
い
る
。
↓
｝
紫
一
六
銀
山
記
に
御
鉛
悪
役
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
膚
力
な
山
師
町
人
中
か
ら
鉛
座
を
請
負
わ
し
め
た

も
の
を
い
う
の
で
、
御
払
鉛
は
御
払
米
と
と
も
に
藩
の
露
要
な
専
売

制
で
あ
っ
た
こ
と
ば
後
述
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
町
方
に
一
町
毎
．
に
肝
煎
が
あ
る
。
町
致
の
こ
と
獣
後
章
に
ゆ
つ
る
ゆ

山
書
及
び
山
師
中
の
有
力
者
、
乃
至
は
惣
山
師
の
名
で
山
奉
行
に
諸

纂
の
靴
醜
願
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
山
奉
行
か
ら
山
方
の
処
理
に
つ
き
　
2
3

婁
や
年
無
の
山
師
に
講
ず
途
と
も
象
れ
た
・
附
」
審
　
⑧

「
騒
鷲

③
続
鍛
山
記
に
大
頭
（
山
亭
行
）
山
．
長
、
櫛
蔵
方
卿
秤
座
物
影
、
，
丁
分
の
一

役
蔵
打
秤
取
の
弓
長
を
記
す
。
山
長
は
太
田
、
申
村
、
佐
二
三
名
を
あ
げ
る

に
留
り
、
郷
蔵
方
等
は
初
期
の
記
載
が
不
明
瞭
、
寛
永
以
後
は
郷
蔵
役
二
三

だ
け
を
あ
げ
て
い
る
。
叢
打
秤
取
は
寛
永
＝
一
年
ま
で
、
十
分
の
一
役
は
延

　
　
　
　
　
　
じ
　
ね
　
こ

宝
三
年
役
所
が
笹
根
子
無
断
に
移
っ
て
か
ら
記
入
が
な
い
。
後
索
こ
こ
は
矢

島
領
通
路
と
銀
山
の
番
訴
を
か
ね
て
院
内
城
代
大
山
氏
揖
南
の
足
軽
二
入
が

警
備
し
た
。
（
秋
田
嵐
土
記
）
敦
簸
日
記
に
よ
り
肉
蘇
行
を
推
記
す
る
と
次
の

通
b
で
あ
る
。
　
（
　
）
数
字
は
秋
国
治
革
史
大
成
に
よ
る
石
高
。

　
慶
長
一
七
梅
灘
蛍
潟
川
非
盛
兵
衛
（
一
〇
〇
）
介
川
左
門



　
　
一
八

　
　
一
九

元
和
　
二

　
　
　
三

　
　
　
四

　
　
　
五

　
　
　
六

　
　
　
七

　
　
入

　
　
一
〇

寛
永
　
二

　
　
　
三

　
　
　
圏

　
　
　
五

　
　
　
六

　
　
　
七

　
　
　
八

右
同
　
　
右
岡

右
同
　
　
右
同

真
鴎
長
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
真
晦
長
霜
衛
門
（
↓
O
O
）

　
　
　
　
　
　
　
右
同

伊
藤
外
記
（
二
五
〇
）
太
田
丹
波
（
…
五
〇
）

右
同

鷲
谷
躯
入

生
肉

黒
崎
藩
兵
衛

右
同

菅
谷
隼
人

齎
岡

由
方
内
匠

護
筒

中
川
宮
内

膚
同

赤
沢
内
蔵
丞

右
同

久
賀
谷
五
郎
具
衛

右
同

小
野
磐
田
内
（
二
〇
〇
）

児
戯

田
中
夢
前

膚
同

太
田
内
蔵
丞
（
一
〇
〇
）

齎
同

系
太
叉
冶
衛
門
四

右
翼

璃
事
冶
衛
門
（
三
〇
〇
）

看
同

牛
丸
次
震
衛
門

小
野
崎
太
郎
左
衛
門
（
一
〇
〇
）
合
同

②
所
管
事
項
の
薫
な
る
も
の
は

　
富
農
切
取
返
上
膚
に
関
す
る
件
、
魯
請
帳
切
瑛
帳
逮
上
間
歩
帳
の
保
管
、

　
運
上
譜
重
藤
の
徴
牧
傑
管
、
卿
払
米
国
に
蘭
門
す
る
件
、
十
分
の
㎝
禺
判

　
の
笹
狸
、
山
内
の
治
安
裁
判
溺
罰
笹
に
慰
す
る
糧

で
あ
る
Q

①
挟
持
分
を
泥
の
勲
く
山
内
で
販
売
し
た
。

瀧
澱
銀
山
の
領
膚
機
蘇
（
小
糞
田
）

役
坂
　
須
田
薪
左
徳
門

　
　
　
禰
地
治
右
衛
門

物
欝
　
大
泉
仁
左
衛
門

　
　
　
片
悶
隠
避
衛
門

画
牽
行
菅
谷
口
入

　
欧
蟹
は

元
利
三
年
分
と
も
墨

元
狗
四
年
分

元
職
貰
年
分

、
…
＝
俵
大
豆
｝
二
俊
二
鵡
，

　
ミ
　
　
，
　
　
八

　
七

　
三

　
五

　
　
　
　
「
十
分
一
衆
御
扶
持
方
米
大
豆
於
以
来
に
は
当
山
に
て
請
坂
候
を

　
被
用
、
他
所
よ
与
所
山
型
悪
婆
敷
盤
、
十
分
一
も
か
こ
ひ
之
内
に
傑
間
、

　
少
成
田
米
大
豆
わ
き
ょ
う
入
鼓
尊
墨
へ
は
私
曲
に
御
座
塵
事
」
と
搬
示
し

　
義
寛
の
意
に
聴
き
致
菅
口
任
時
同
様
に
一
ヶ
月
蓉
番
前
剃
の
励
行
を
達
し

　
た
。
　
　
ナ
魍
、
一
一
、
一
三
　
ナ
四
、
　
一
一
、
一
七

（④

笳
R
門
記
に
切
榊
堪
銀
山
ハ
○
貫
の
櫨
吻
ム
判
に
［
、
　
憎
圃
轟
く
衛
燃
八
六
〇
匁
以
下
山
長
（
山
　

　
奉
行
の
半
分
）
嚢
番
（
同
じ
く
五
分
の
一
）
等
の
進
上
を
例
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
続
蝦
鰍
山
記
に
延
宝
五
加
†
の
秋
田
仙
北
六
都
惣
金
山
蜘
欝
行
無
川
沢
多
左
繍
照
開
U
殿

　
御
仕
組
総
覚
を
あ
げ
、
切
飯
の
祝
儀
誉
物
は
切
顛
初
日
の
蒋
売
高
の
一
〇

　
分
の
一
を
肉
奉
行
一
人
へ
、
山
長
山
廻
御
蔵
方
へ
は
一
人
に
つ
き
山
灘
行

　
の
五
分
の
一
と
し
て
い
る
Q
ま
た
五
節
句
の
普
物
の
樹
含
は
山
奉
行
に
対

し
δ
分
の
一
と
し
、
．
一
〇
分
の
｝
役
は
二
〇
分
の
一
と
し
て
い
る
。

　
寛
永
四
年
八
森
銀
山
　
開
耽
の
時
に
歌
景
の
与
え
た
規
定
に
「
燐
廓
之
時
山

　
め
く
り
に
祝
儀
之
事
は
両
蕩
蕩
壱
入
に
付
術
仁
山
な
ら
ハ
銀
壱
匁
宛
、
な

　
ま
b
爵
な
ら
は
丸
岡
胃
回
つ
つ
、
欄
外
は
何
に
て
も
取
さ
る
や
う
に
堅
可

被
串
付
憲
」
と
あ
る
。
力
四
、
九
・
八

七
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近
轍
銀
出
の
傾
有
機
構
（
小
葉
醗
）

二
　
支
配
形
態
に
よ
る
鉱
山
の
分
類

鉱
山
に
直
山
と
請
出
が
あ
る
。
佐
渡
で
は
ま
た
置
山
を
御
公
方
由

と
い
玉
、
賊
喰
出
を
白
貿
分
出
と
も
い
う
。
無
爵
の
領
有
関
係
や
金
銀
網
鋼

鉛
等
の
生
産
条
件
或
は
時
代
に
よ
っ
て
、
直
山
と
い
N
請
由
と
い
う

も
億
℃
王
㊨
・
支
障
配
や
そ
の
内
部
の
経
㌣
蜜
の
形
能
勘
に
は
相
蝋
漫
が
あ
る
。
秋

田
轍
潜
の
直
山
請
覇
の
姓
格
は
一
の
典
型
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
同
藩
の
も
の
の
在
り
方
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
を
予
め
断
っ

て
お
く
。

　
政
鋸
琳
旨
記
に
「
金
由
四
の
内
入
な
ど
付
灘
晶
供
甲
羅
は
杉
沢
、
〃
槽
内
計

に
て
残
る
三
ヶ
所
は
金
に
て
志
銀
に
て
も
な
に
ほ
ど
と
申
請
度
と
塁

鳶
御
直
覧
は
里
奉
行
之
看
切
手
を
聾
し
申
候
」
と
あ
b
、
豊
暁
バ
「
金

出
四
ツ
ノ
内
三
グ
醒
ハ
請
典
と
申
候
、
正
月
一
年
中
を
う
け
切
参
候

間
書
付
計
に
て
帳
無
之
候
、
銀
山
七
ツ
ノ
内
三
グ
所
弄
う
け
山
に
て

右
璽
と
あ
る
。
勉
目
貫
由
は
山
奉
行
そ
の
他
諸
役
人
が
つ
け
ら
れ

る
の
で
、
｛
潭
行
瀬
と
も
よ
ぶ
。
鱗
耐
・
田
は
山
師
一
が
一
グ
年
・
の
運
上
獺
…
を

通
常
…
そ
の
歳
の
正
月
に
契
約
し
て
藩
よ
り
請
け
る
の
で
写
経
営
は
勿

入

論
一
出
の
管
理
も
請
主
（
山
主
）
が
担
当
す
る
。
至
宝
要
録
に
「
請

山
は
政
景
死
後
調
る
人
な
し
」
ま
π
「
何
ほ
ど
か
ね
ぼ
り
た
る
か
し
ら

れ
ぬ
事
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
。
直
山
請
山
は
鉱
況
に
よ
っ
て
き
め

　
ら
れ
る
。
院
内
銀
山
は
霊
山
以
来
享
保
髪
で
一
貫
レ
て
直
忠
で
、
秋

　
田
藩
の
直
由
形
態
の
典
型
的
の
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
め
同
銀
寅
が

　
誘
客
の
最
大
の
費
金
罵
山
で
あ
わ
、
強
力
な
る
支
配
組
織
を
以
て
生

　
産
の
瀞
増
昇
と
銀
山
町
の
敏
川
面
を
は
か
り
、
運
上
諸
役
並
に
御
払
米
鈴
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
の
専
売
収
入
の
増
茄
乃
至
は
減
退
防
止
を
努
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
直
山
の
性
格
は
本
論
舟
休
が
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
請
慮

　
に
つ
き
徳
厳
し
よ
う
。
荒
川
銀
山
は
元
和
初
年
請
山
で
あ
っ
た
が
、

　
隔
日
三
年
臨
詠
腐
乱
兄
立
山
を
注
進
し
た
の
で
、
政
皿
爪
検
分
の
結
果
直
由
［
に

　
及
ば
ず
と
て
一
ヶ
年
の
蓮
上
を
き
め
駄
湖
寅
を
’
命
じ
た
。
山
先
山
師
は

　
承
引
せ
ず
奉
行
の
派
遣
を
懇
請
し
て
薩
寅
た
ら
ん
と
し
た
。
細
螺
た

　
　
　
　
　
繕

　
る
に
は
前
懸
金
が
要
る
が
そ
れ
が
欠
乏
す
る
こ
と
、
請
出
と
な
り
請

・
、
主
の
下
に
従
属
す
る
こ
と
を
忌
避
す
る
こ
と
、
朱
進
負
の
た
め
退
山

　
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
山
師
一
同
の
あ
兇
て
茅
門
を
希
望

　
す
る
理
由
で
あ
る
こ
と
を
整
叢
推
定
し
て
い
る
。
融
づ
八
誇
由
と

　
な
れ
ば
従
来
稼
業
申
の
多
敬
の
山
師
が
請
主
に
従
属
す
る
こ
と
に
な

（3エ4）



る
。
拶
数
の
山
師
の
闇
四
歩
の
経
路
悶
の
形
黒
田
は
従
ふ
米
と
鯛
｛
ら
ぬ
が
、
領
一

主
（
出
潔
行
）
と
直
結
せ
ず
に
、
中
瀬
に
請
主
が
介
在
し
て
請
主
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

管
煙
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
。
湖
山
運
上
銀
は
単
に
間
歩
運
上
の
意

味
で
な
く
運
上
諸
役
を
包
嘱
す
る
も
の
と
い
う
べ
く
、
御
払
米
鉛
に

つ
い
て
も
担
当
額
を
約
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
こ
の
際
御
払
米
穿
下

銀
は
藩
よ
り
指
定
し
た
。
杉
沢
金
山
は
元
和
三
年
頃
山
師
正
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

の
熱
醜
山
で
あ
っ
た
が
、
二
郎
兵
衛
幕
見
立
山
が
禺
轟
屯
し
た
博
政
景
は

検
分
し
て
杉
沢
金
由
の
十
分
一
番
所
外
の
地
形
と
判
定
し
た
。
即
ち

岡
金
山
の
区
域
外
の
新
鉱
山
と
し
た
わ
け
で
あ
る
Q
杉
沢
ハ
解
由
の
山
↑

師
で
新
鉱
出
に
移
転
す
る
も
の
少
か
ら
ず
、
か
れ
ら
は
請
主
正
右
衛

門
に
暇
を
請
い
論
難
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
運
上
負
つ
窪
り
訪
主

に
灘
し
還
上
未
済
の
も
の
は
移
転
…
が
赫
バ
止
さ
れ
た
。
移
転
の
際
、
使

用
し
た
の
み
’
、
つ
ち
、
允
が
ね
、
板
、
ふ
い
ご
、
流
道
一
其
は
山
の
付

物
と
し
て
携
行
せ
ず
、
請
主
に
交
付
し
て
い
る
。
運
上
負
な
ら
ざ
る

限
り
山
師
の
移
転
を
抑
止
で
き
ぬ
の
は
、
鉱
山
仕
法
の
一
般
約
遜
則

で
あ
る
。
堪
が
翠
霞
は
鉱
出
紀
年
録
（
箇
所
年
数
帳
）
に
見
え
る
如

く
近
世
中
期
以
後
は
支
配
酌
に
数
多
く
現
わ
れ
る
。
貴
金
属
山
で
は

生
産
規
模
の
低
い
稼
業
で
、
農
罠
の
副
業
的
な
形
態
を
と
っ
た
も
の

　
　
　
　
　
近
轍
銀
由
の
領
有
機
構
（
小
葉
薦
）

が
少
く
な
い
。
佐
藤
氏
の
坑
場
法
律
は
こ
の
粋
、
期
の
春
山
制
に
お
け

る
経
験
と
抱
負
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

〆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

　
か
く
の
如
く
薩
由
陸
離
山
は
秋
田
藩
で
は
支
配
管
」
理
…
凶
刃
よ
り
見
た

分
類
で
あ
っ
て
、
こ
れ
叡
た
少
く
と
も
初
期
の
貴
金
属
山
に
多
く
通

　
　
　
　
　
　
③

ず
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
言
納
様
式
か
ら
は
運
上
山
と
堀
分
山
国
は

荷
分
霊
に
分
類
さ
れ
る
。
秋
田
藩
で
は
直
山
で
も
運
上
山
が
一
般
で

あ
抄
蝋
醐
山
門
は
つ
ま
し
り
運
上
出
［
形
態
で
あ
る
q
南
賞
金
…
厭
目
出
［
の
盛
昧
「
か
P
る

近
世
初
期
で
は
運
上
山
が
全
園
酌
に
も
多
か
っ
た
。
至
宝
要
録
に
よ

れ
ば
、
溜
分
由
［
も
並
尉
諮
醐
の
手
続
は
運
上
山
〔
同
職
様
で
、
　
一
瓢
描
夜
掘
っ
た

荷
の
廊
宇
高
が
各
山
の
定
法
に
従
い
二
〇
〇
匁
或
は
三
〇
〇
破
と
い
う

如
く
一
定
額
以
上
あ
れ
ば
、
半
分
公
言
し
半
分
鋪
主
が
と
り
、
定
額

以
下
の
場
合
は
一
切
公
詳
し
な
い
。
掘
分
の
鋪
は
鋪
主
の
世
襲
が
原

型
で
、
蓮
土
を
免
れ
ん
距
め
採
堀
を
手
撚
え
或
は
買
石
と
共
要
し
て

売
高
を
ご
ま
か
し
、
世
襲
の
た
め
望
め
き
の
能
力
あ
る
山
師
が
集
ら

ず
、
運
上
山
の
如
く
大
盛
り
と
な
る
機
会
が
少
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
秋
田
藩
で
は
堀
分
出
が
な
か
っ
た
が
、
最
　
上
の
延
沢
銀
山
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
．

堀
分
と
な
り
押
領
に
も
は
じ
憲
つ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が

当
初
か
ら
全
然
行
わ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
な
い
。
院
内
の
滝
下
大
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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近
世
銀
山
の
鑛
粁
機
構
（
小
葉
田
）

由
は
慶
長
∴
穴
年
頃
藩
営
で
普
請
さ
れ
て
、
こ
こ
を
請
け
て
稼
業
し

た
山
師
は
城
分
で
五
荷
の
う
ち
…
四
型
を
過
納
し
允
。
か
く
て
鉱
石
で

納
め
ら
れ
た
荷
は
山
奉
行
の
手
で
売
却
さ
れ
て
い
る
。
佐
渡
で
は
慶

長
初
年
か
ら
比
率
の
定
法
は
で
き
て
い
な
い
が
堀
分
で
あ
っ
弘
／
4
と
い

　
⑤

う
。
兄
・
兼
…
悶
弓
返
・
上
は
山
師
　
側
か
ら
出
訂
竹
罪
の
上
で
そ
の
獺
…
を
虚
κ
め
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
領
主
購
ら
経
営
す
る
場
ム
ロ
は
、
原
則
的
に
堀

分
法
と
な
る
の
が
当
然
で
あ
っ
た
。
寛
永
初
年
に
八
森
銀
山
が
開
か

れ
良
厳
が
多
く
発
見
さ
れ
た
が
、
検
分
し
た
菅
谷
隼
人
の
報
告
に
よ

れ
ば
、
上
呼
で
も
つ
づ
か
ず
少
し
切
れ
ば
籔
が
絶
え
る
の
で
、
宙
師

の
蔵
入
が
で
き
融
状
能
心
で
あ
っ
た
。
政
景
の
意
見
は
「
．
獺
此
籔
は
荷

わ
感
u
に
致
無
薩
北
ハ
…
御
徳
↓
も
候
は
ん
か
と
｛
仔
候
へ
共
、
点
漁
・
行
人
悶
阿
刀
η
蹴
羅
候

下
の
者
才
覚
人
無
之
候
て
は
成
か
ね
候
、
又
人
数
も
咽
頭
候
間
、
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
ゑ
し

右
衛
凹
N
へ
談
ム
隠
麟
以
照
蟹
ホ
「
鑓
に
付
緊
隅
役
斗
膚
増
申
付
候
」
と
あ
る
。
艶
岡

誌
切
幕
後
に
達
上
せ
め
の
直
入
が
行
わ
れ
る
が
、
良
鍼
で
も
鐸
が
つ

づ
か
ぬ
た
め
不
安
で
出
師
が
直
入
し
な
い
。
か
N
る
場
合
荷
下
は
一

の
便
法
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
荷
分
に
は
至
宝
要
録
に
も
い
う
如

く
検
視
を
付
し
厳
重
に
監
督
す
る
心
要
が
あ
り
、
検
視
は
山
の
仕
法

に
る
通
じ
鉱
石
の
鑑
別
に
も
明
い
政
景
の
「
才
覚
人
」
た
る
を
要
し
、

一
〇

藪
た
鋪
数
は
多
い
の
で
人
数
が
い
．
り
実
施
し
が
た
い
。
そ
こ
で
藩
老

憲
忠
に
も
は
か
り
闇
歩
厳
に
即
し
て
適
宜
の
運
上
に
命
じ
た
わ
け
で

あ
る
。
蟹

コ
鉦
」

①
初
期
の
三
婆
．
鉱
山
に
つ
い
て
見
れ
ば

　
杉
沢
　
慶
長
宋
及
び
寛
永
初
年
糎
山
、
元
和
初
年
請
山

　
櫓
内
　
慶
長
下
塗
山
、
元
湘
よ
り
寛
永
初
年
請
山

　
早
霜
、
大
望
、
赤
沢
　
慶
長
末
よ
り
寛
永
問
諮
山

　
阿
仁
　
慶
長
末
よ
う
寛
永
問
直
山
（
以
上
金
山
）

　
荒
川
　
元
瀦
三
年
よ
り
霞
由

　
水
沢
、
増
濁
、
畑
礎
長
寛
永
閤
諦
両

　
　
　
　
　
　
ダ

　
新
城
　
寛
永
臨
眈
以
後
健
山
（
以
上
銀
山
）

②
蜘
賀
藩
初
期
の
貴
金
属
山
で
は
一
山
に
二
、
三
人
乃
盗
数
人
の
親
方
あ
っ

　
て
運
上
を
請
け
る
を
請
山
と
い
っ
て
い
る
。
　
「
親
方
な
し
」
に
画
師
が
藻

　
の
牽
行
の
直
婆
支
配
を
う
け
る
を
直
山
と
し
て
い
る
。
煎
賀
薄
の
鉱
山
総

　
営
（
歴
兜
教
育
評
論
箆
二
夢
）

⑨
佐
渡
で
は
「
金
銀
山
の
御
山
掌
典
を
麗
ひ
御
入
屠
を
以
て
穿
掛
す
所
を
御

　
償
自
と
云
」
ま
た
歳
三
山
は
「
山
仕
の
入
用
を
以
稼
酔
歩
、
運
上
銀
を

　
幾
し
て
稼
ぎ
し
な
り
」
と
あ
る
。
　
（
佐
渡
年
代
記
巻
之
一
）
即
ち
薩
山
は

　
幕
府
の
総
鴬
で
あ
っ
て
、
山
師
は
被
雇
用
人
で
あ
る
。
山
師
は
幕
府
の
奉

　
公
人
と
し
て
俸
米
が
与
え
ら
れ
、
炭
留
木
等
の
採
鉱
一
網
が
給
せ
ら
れ
、

　
山
師
艶
に
こ
れ
に
從
属
し
た
労
務
者
に
は
掘
分
法
に
よ
る
孜
入
が
附
与
さ
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れ
る
G
つ
ま
b
直
爾
諮
山
は
官
當
昂
贈
の
総
藩
法
に
よ
る
分
類
で
あ
る
こ

　
と
が
一
暦
本
質
的
と
な
る
。
な
む
佐
渡
鉱
業
の
初
期
の
更
料
は
閥
時
代
の

　
も
の
は
趣
め
て
少
な
い
Q
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
勉
闘
詳
論
し
よ
う
Q

①
鐙
右
記
に
延
沢
の
二
分
を
記
し
τ
「
た
と
へ
ば
銀
拾
丁
田
の
売
三
五
賞
冒

　
公
儲
に
二
上
五
賞
財
は
山
仕
璽
、
憂
も
…
日
弐
貫
冒
ま
て
は
掘
分
に
な
ら

　
す
弐
賞
鐸
以
上
傭
分
に
な
る
」
と
あ
る
Q
、

⑤
佐
漉
で
は
購
初
碕
分
の
多
少
凶
師
の
貧
富
に
よ
り
揖
鍵
の
内
半
分
三
分
の

　
蝸
或
は
四
分
の
蝸
な
．
ど
公
賛
し
残
を
山
師
金
子
等
の
持
分
と
し
た
と
い

　
う
。
元
灘
六
年
大
凡
導
出
高
千
荷
以
内
は
四
分
の
一
、
以
上
は
三
分
の
一

　
公
証
に
定
め
た
こ
と
が
あ
る
が
、
二
分
法
は
多
く
の
変
遷
が
あ
っ
た
。
赤

　
穂
満
矩
の
下
財
聞
書
（
天
明
五
年
）
に
金
銀
両
御
売
山
之
定
法
に
お
い
て

　
純
分
の
定
法
を
記
し
て
い
る
。
勿
論
こ
れ
を
以
て
昏
時
代
に
わ
た
り
ま
た

　
一
般
を
健
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。

蕊
　
鉱
由
牧
人
の
対
象
　
そ
の
剛
　
運
上
諸
役

　
鉱
山
領
有
の
目
的
と
な
る
も
の
は
鉱
山
並
は
鉱
山
町
よ
勤
獲
得
す

る
筆
入
で
あ
っ
て
、
秋
蜘
藩
貴
金
属
山
で
は
囲
は
税
収
た
る
運
上
下

役
二
は
御
」
払
米
鉛
の
専
士
冗
利
潤
一
二
は
金
土
田
で
は
一
初
期
か
ら
銀
・
田
で
は

巾
期
か
ら
実
施
さ
れ
た
面
壁
（
買
上
）
収
益
で
あ
る
。
院
内
銀
杯
盛

時
の
蚊
入
と
し
て
箭
U
一
報
を
見
「
よ
う
。

近
臓
銀
霞
の
績
麿
機
縫
（
小
葉
田
）

　
運
上
諾
役
の
実
戒
状
態
と
増
減
の
経
遇
に
つ
い
て
は
、
後
に
銀
生

産
の
年
代
的
…
な
推
移
と
銀
・
田
町
の
盛
褒
に
醐
聯
し
て
述
べ
る
こ
と
～

し
、
こ
エ
で
は
種
類
取
立
法
を
解
説
す
る
。
運
上
諸
役
を
便
宜
鉱
業
、

物
品
、
山
方
、
営
業
、
人
頭
及
び
地
子
の
税
に
分
る
。

鉱
業
税

1
間
歩
運
上
　
普
請
切
取
を
経
て
山
師
の
蓮
上
せ
り
に
よ
っ
て
運
上

　
出
と
な
る
。
第
二
章
に
そ
の
性
質
を
明
か
に
し
て
い
る
。

　
マ
リ

2
研
役
　
ず
む
は
捨
て
ら
れ
だ
り
こ
ぼ
れ
落
ち
た
り
し
た
鉱
石
。
入

　
手
の
場
所
に
よ
り
穴
ず
り
、
山
ず
り
、
川
ず
り
、
道
ず
り
の
諸
役

　
が
あ
燈
。

3
床
役
　
荒
吹
の
大
床
に
課
す
る
。
慶
長
一
九
年
大
床
【
閥
…
ヶ
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
五
〇
破
七
分
に
定
め
ら
れ
た
。
当
時
数
十
グ
所
の
床
あ
め
役
商
ぼ

　
相
当
の
額
な
の
で
、
役
持
は
幾
人
か
で
組
を
つ
く
る
こ
と
が
多
か

　
　
　
②

　
つ
允
。

4
灰
吹
役
　
灰
吹
庫
の
税
で
院
内
、
小
野
、
横
堀
に
も
存
在
し
掩
。

　
　
　
　
な
が
し

5
流
役
　
流
や
は
板
取
に
よ
鈴
ゆ
り
す
て
た
鉱
婿
を
木
綿
に
か
け
て

　
流
し
金
分
を
と
る
も
の
で
あ
る
〇
二
軸
一
グ
月
単
位
に
役
を
と
る
0

6
板
役
　
板
は
至
宝
要
録
に
紛
川
一
尺
ば
か
り
の
板
を
三
方
に
縁
を
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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二
世
餓
画
の
領
有
機
櫛
（
小
葉
臓
）

し
て
窒
削
つ
奮
磐
奪
・
四
竃
の
鞠
く
さ
り
鱗
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
垂

　
の
せ
水
虻
の
水
を
か
け
金
分
な
ら
ざ
る
部
分
麹
ゆ
め
捨
て
る
。
当

　
初
級
｝
故
八
匁
煎
一
敗
で
あ
っ
た
が
、
優
長
一
七
年
払
上
目
五
匁
に

改
め
た
。

7
か
ら
み
殺
津
は
じ
め
小
床
（
灰
吹
床
）
か
ら
醜
る
か
ら
み
を
床
屋

　
が
買
集
め
て
吹
き
か
ら
み
役
を
納
め
た
。
慶
長
一
八
年
頃
か
ら
大

　
確
め
小
回
航
兼
営
が
な
く
な
り
、
三
景
は
荒
吹
の
一
番
吹
に
出
た
∵
か

　
ら
み
は
二
番
吹
に
合
せ
吹
く
が
ら
大
床
は
か
ら
み
役
を
納
む
べ
し

　
と
し
て
い
る
。

物
品
税

8
入
役
　
十
分
の
一
役
で
山
内
に
入
る
物
品
に
つ
い
て
山
内
の
焔
鰍
段

　
紀
評
価
し
一
割
を
課
す
る
物
翌
宝
要
録
に
は
売
ら
ず
に
当
外
へ
持

　
帰
る
分
は
十
分
の
一
を
返
還
す
る
と
あ
る
。
入
役
は
開
坑
嶺
時
の

　
間
歩
運
上
を
除
け
ば
、
運
上
諸
役
中
の
第
一
位
を
占
め
る
。
入
役

　
も
持
役
で
あ
る
こ
と
多
く
、
持
役
は
半
グ
年
が
通
則
だ
が
入
役
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
一
グ
年
の
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

寅
方
税
（
底
方
役
）

　
　
　
　
　
　
じ
　
ね
　
こ

6
炭
か
嚢
役
　
篠
根
子
沢
方
面
が
炭
焼
の
中
心
で
夢
つ
た
。
炭
か
紫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
一

　
一
一
拗
一
ヶ
月
に
つ
き
細
課
す
る
。
元
和
三
年
｝
二
月
従
来
の
二
〇
・
匁
を

　
一
段
匁
ど
し
た
。
慶
長
｝
九
年
頃
に
は
巳
に
炭
か
厳
所
在
地
が
奥

　
に
移
っ
て
、
か
嚢
か
ら
町
蜜
で
一
日
に
二
刀
の
還
搬
が
な
り
か
ね

　
三
根
子
番
謡
の
降
手
ま
で
中
荷
持
を
設
け
た
鳳
い
と
申
請
し
て
い
る
Q

　
魔
永
初
年
に
は
由
利
領
の
三
根
子
で
役
を
納
め
て
焼
く
よ
う
に
な

　
つ
た
。
竺
ぞ

10

謔
ｫ
な
た
役
　
薪
伐
役
で
元
和
三
年
三
月
に
よ
き
（
鋭
）
一
丁
一

　
〇
匁
を
六
匁
に
な
た
．
（
鉋
）
　
一
丁
五
匁
を
四
魔
と
レ
た
．
。
　
（
一
グ

　
月
に
っ
き
）
銀
山
倣
の
薪
を
伐
尽
し
て
覧
永
年
闇
に
は
他
傾
で
薪
…

　
役
を
納
め
伐
つ
藻
し
い
る
。
こ
の
頃
よ
き
役
八
・
匁
を
五
’
匁
に
下
…
げ
た
。

　
勲
融
一
九
山
方
役
は
持
役
と
な
ら
ず
、
常
に
置
役
で
あ
っ
た
点
が
注

、
意
さ
れ
る
。

営
業
に
関
－
す
る
税

11

ﾋ
配
役
大
床
の
造
作
に
用
い
影
野
難
販
売
の
税
。

鉱
煙
嚇
皐
役
　
煙
雨
塁
肥
駅
融
聾
の
税
で
、
役
回
が
葉
一
枚
毎
に
判
を
お
す
。

　
無
判
の
葉
を
販
売
し
ま
た
購
入
し
た
も
の
を
酷
刑
を
以
て
些
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
む
ち

13

v
�
@
元
和
三
年
御
払
米
を
増
す
た
め
他
処
よ
り
糀
の
移
入
を
禁

　
じ
御
払
米
に
て
造
ら
し
め
難
役
を
課
し
た
。
一
グ
月
一
聞
一
〇
匁
。
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ナ
三
、
九
、
｝
五

14

ﾋ
類
役
　
】
ヶ
月
一
闇
四
〇
匁
を
覧
永
七
年
一
〇
斑
に
大
巾
に
下

げ
だ
。
塾
ズ

驚
倒
小
売
役
　
至
宝
要
録
に
米
小
売
、
味
瞼
小
売
、
酒
売
は
三
、
四

　
グ
所
に
つ
く
る
を
可
と
す
と
あ
る
が
、
院
内
の
野
獣
に
は
も
っ
と

　
多
か
つ
弛
。
御
払
米
は
俵
で
払
わ
れ
る
か
ら
一
、
二
升
の
小
由
舛
が

　
必
．
要
で
あ
っ
た
。
院
内
に
も
小
売
が
あ
り
、
慶
長
一
七
年
に
は
売

　
胤
制
と
敷
り
持
役
の
せ
り
手
な
く
、
希
蝦
麗
に
よ
り
平
米
と
し
代
償
と

　
し
て
院
内
百
姓
が
岡
地
御
蔵
米
を
毎
月
百
俵
つ
つ
銀
字
議
で
運
搬

　
し
て
い
る
。

16

ﾞ
木
役
　
　
元
和
六
年
石
見
次
兵
衛
が
材
木
札
を
受
け
出
雲
作
左
衛

　
門
に
貸
し
た
。
作
左
衛
門
は
薪
を
伐
り
術
も
二
人
を
傭
使
し
伐
つ

　
た
’
の
で
、
と
も
に
成
敗
さ
れ
た
。
妙
槍
馴
　
轡
淵
永
齢
朔
年
に
は
蕪
…
領
一
の

　
材
木
を
伐
尽
し
他
領
で
・
田
手
を
納
め
て
伐
る
状
況
で
、
山
師
等
か

ら
藩
の
材
木
役
免
除
を
願
出
で
允
。
黎
ハ

ーフ

R
役
　
銀
翼
の
み
で
な
く
院
内
、
小
野
、
横
堀
に
も
あ
っ
允
。
元

　
和
㎜
二
年
院
内
の
酒
屋
か
ら
濁
酒
役
を
も
と
る
べ
き
を
申
請
し
　
グ

　
月
一
隅
一
〇
匁
と
定
め
掩
。
た
貰
鐸
取
嫁
取
田
植
稲
苅
零
物
に
は

　
　
　
　
　
近
轍
銀
山
の
領
有
機
鑓
（
小
禦
爾
）

　
町
肝
曲
烈
の
繍
脚
手
に
よ
り
役
取
衆
か
卸
り
薫
姓
に
三
年
，
を
禺
す
こ
と
を

　
許
し
た
の
で
、
か
X
る
際
の
濁
酒
造
は
無
役
を
認
め
た
の
で
あ
ら

　
う
。
計
ピ
5
　
酒
役
を
造
酒
役
と
も
記
し
造
酒
歴
は
酒
販
売
の
主
な

　
も
の
で
あ
っ
だ
が
、
銀
山
町
に
請
酒
燈
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。

　
御
払
米
政
策
か
ら
允
和
三
年
酒
、
糀
の
入
出
を
禁
止
し
小
野
、
横

　
堀
、
院
内
の
酒
造
家
が
銀
出
へ
入
れ
る
酒
道
具
の
十
分
の
一
を
免

　
除
し
て
い
る
。
ゴ
煮
セ
御
払
米
で
造
っ
た
酒
麗
善
右
衛
門
の
酒
の

　
松
前
浅
羽
を
許
可
し
、
樽
に
判
を
お
し
十
分
の
』
役
所
に
備
え
允

　
印
鑑
と
還
せ
て
隠
し
た
。
勅
㎜
い
穐
い
し

18

ｨ
ご
し
米
投
　
脇
米
法
凌
に
か
エ
わ
ら
ず
お
こ
し
を
外
部
よ
り
入

　
れ
る
は
不
都
合
だ
と
て
、
慶
長
一
八
年
か
ら
御
払
米
を
以
て
す
る

　
お
こ
し
の
製
造
販
売
を
許
す
こ
と
エ
し
た
。
融
」
照
門

ー9

瀦
利
C
役
　
元
和
三
年
に
一
〇
間
程
あ
り
、
一
ケ
月
一
乗
一
五
菰

　
で
あ
っ
た
。

⑳
傾
城
役
　
銀
山
に
傾
城
町
が
あ
夢
、
院
内
に
も
傾
城
巌
が
あ
っ
た
。

　
慶
長
一
七
年
頃
銀
山
の
役
持
角
館
町
介
は
山
の
傭
…
城
の
ゐ
甲
が
院
内

　
の
上
に
役
相
解
す
と
い
玉
、
院
内
の
役
黒
雨
災
濃
次
郎
一
難
一
書
…
は
由
［
の

　
下
禰
当
と
い
っ
て
争
っ
た
。
滋
時
院
内
傾
城
役
は
一
グ
月
上
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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近
額
銀
山
の
領
有
機
構
（
小
葉
瞬
）

　
五
匁
中
は
二
二
匁
下
は
｝
○
斑
で
あ
っ
た
。
元
和
寛
永
に
か
け
や

　
と
い
女
、
せ
ん
た
く
と
よ
ぶ
姻
魏
が
増
し
傾
城
が
絶
減
す
る
有
様

　
で
、
か
か
る
娯
婦
に
も
役
を
課
し
飛
こ
と
後
述
す
る
。

21

ｩ
世
役
　
み
せ
を
上
・
甲
下
に
分
け
ヅ
グ
月
一
…
闇
単
位
に
課
役
し
な
。

　
元
瀦
冗
年
院
内
見
世
役
役
持
か
ら
、
隠
し
由
”
愛
す
る
も
の
鞍
置
野
人

　
の
禁
止
を
請
う
て
い
る
。
↓
調
い
「
五

　
そ
の
他
2
2
欝
凹
役
認
干
い
ぴ
役
忽
鍛
冶
役
難
山
円
準
々
2
6
櫓
物
師
役
2
7

　
桶
役
が
あ
る
。

人
頭
税
地
子
税

　
つ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
　
　
銀
由
町
に
面
役
町
が
あ
り
、
面
繋
揚
の
所
在
地
で
あ
ろ
う
。

28

ﾊ
役

　
層
群
要
録
に
山
よ
き
時
山
の
入
口
で
課
し
て
、
山
内
米
価
高
き
た

　
め
里
で
食
事
し
山
へ
通
う
を
防
止
し
だ
と
あ
る
。

29

n
子
役
　
至
宝
要
録
の
流
通
一
役
で
あ
る
。
一
見
持
が
山
奉
行
の
検
印

　
の
あ
る
六
尺
竿
で
醗
激
を
検
地
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
覧
論
ω

　
以
上
多
数
の
種
｝
目
の
内
，
殊
に
営
坤
菓
関
係
の
諸
役
の
如
き
は
秋
田
｛
藩

で
も
い
つ
れ
の
鉱
由
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
な
い
。
鉱
山
の
規
模
鉱
出

町
の
大
小
に
応
じ
て
院
内
の
如
く
多
き
例
は
他
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

二
上
諸
役
取
立
法
に
蔵
役
と
持
役
雛
鷺
ぶ
が
あ
る
。
入
役
は
役
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
幕

衆
が
そ
の
他
は
山
奉
行
が
礒
接
取
立
る
の
が
直
、
役
で
あ
る
。
山
師
町

人
等
が
取
立
を
熟
議
う
の
が
持
役
で
、
初
期
に
は
春
秋
の
一
役
一
月

か
ら
六
月
七
月
か
ら
趣
月
康
で
の
各
半
年
を
普
通
と
し
た
。
春
役
は

払
削
年
慕
に
暴
酒
悩
は
六
月
末
に
、
、
山
奉
行
宅
に
由
師
墨
入
…
集
ム
ロ
の
上
直

入
せ
り
を
行
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
秋
田
か
ら
検
使
が
き
て
立
会
う
。

役
持
は
凡
そ
定
ま
つ
允
顔
ぶ
れ
に
煎
洛
識
痛
く
。
晶
倒
縣
榔
翻
帖
い
く
ら
六
ケ
月

役
銀
い
く
ら
と
せ
つ
て
、
請
額
を
穴
つ
舗
に
し
て
毎
月
上
納
す
る
定

で
あ
っ
挺
。

　
聞
歩
運
上
は
直
役
に
属
す
る
が
、
山
方
役
を
除
き
他
は
多
く
持
役

を
便
と
し
允
よ
う
だ
。
役
高
は
一
定
の
単
位
に
つ
い
て
前
述
し
た
通

り
藩
よ
り
決
め
ら
れ
る
か
ら
、
役
持
が
自
由
に
増
減
す
る
こ
と
は
で

き
ぬ
。
た
と
え
ば
湯
風
呂
は
元
和
三
年
春
に
一
〇
里
程
あ
診
、
　
一
闇

一
ケ
月
一
五
匁
だ
か
ら
一
ケ
月
一
五
〇
匁
と
な
る
。
し
か
る
に
春
役

の
動
醐
額
は
僅
に
一
〇
〇
・
匁
で
あ
っ
た
。
窪
た
慶
長
一
九
年
に
大
床
　

間
｝
ヶ
月
運
上
四
五
〇
匁
七
に
定
め
ら
れ
た
か
ら
、
元
漁
初
年
大
凡

四
〇
…
聞
の
月
額
は
二
貫
余
に
な
る
。
し
か
る
に
岡
三
年
春
役
の
請
徽

は
四
八
0
0
匁
で
あ
っ
允
Q
湯
風
呂
役
の
如
き
は
極
端
な
例
で
、
政

景
も
直
役
に
召
上
げ
た
程
で
あ
る
が
、
予
定
通
り
順
調
に
集
税
で
き
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れ
ば
役
持
の
手
に
絹
当
の
余
剰
が
残
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
生

塵
の
高
下
の
甚
し
い
の
が
銀
山
の
性
格
で
こ
れ
を
蘇
盤
に
構
域
さ
れ

る
銀
・
田
町
の
浮
動
す
る
条
件
が
堂
…
に
集
税
椿
胴
汎
〃
を
不
安
定
な
ら
し
め

る
。
そ
こ
に
役
持
の
判
断
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
　
一
般
に
元
和
寛
永
と

銀
生
産
の
低
下
に
つ
れ
長
持
が
隠
避
を
浮
彫
し
き
れ
ず
、
運
上
負
と

し
て
苦
悩
し
た
。
慶
長
一
八
年
費
7
5
に
明
年
配
役
の
諾
著
せ
り
に
、
過

瞬
分
の
未
進
な
き
も
の
は
敏
朗
入
な
し
で
参
加
を
許
し
た
が
過
分
の
も
の

は
除
い
た
。
㌶
」
凱
ピ
岡
年
．
六
月
の
秋
役
の
せ
り
に
は
嚢
脚
ロ
あ
意
向
と

し
て
未
進
八
難
以
上
の
一
〇
名
を
参
加
囲
め
な
か
っ
た
。
町
費

元
和
三
年
麻
は
山
荘
い
よ
い
よ
悪
く
役
持
よ
り
直
結
に
敢
め
る
こ
と

を
願
で
た
の
で
、
三
月
政
衆
餌
臥
し
て
床
、
板
、
由
川
ず
り
、
湯
風

、
瀦
・
等
を
門
役
と
し
一
、
二
月
分
は
役
に
よ
り
多
少
減
免
し
て
納
済
せ

し
め
、
傾
城
、
鍛
冶
は
元
の
激
N
持
役
、
入
役
、
炭
灰
、
材
木
、
米

、
小
売
簿
は
請
纈
を
樹
晒
し
て
持
た
レ
め
授
。

　
諸
役
の
対
象
と
な
る
営
業
は
山
奉
行
に
願
幽
で
そ
の
判
札
を
受
け

た
。
覇
業
上
の
違
反
は
厳
格
な
処
講
を
以
て
臨
ん
だ
。
脇
煙
草
は
殆

ど
脇
米
鉛
に
準
じ
処
…
窪
し
た
。
淡
か
臨
に
つ
い
て
も
札
を
受
け
ず
籏

を
塗
作
つ
変
播
磨
左
兵
重
量
追
補
か
ま
一
筒
読
売
二
人
の
札
に
て
三
、

遊
轍
銀
山
の
領
山
肩
機
飛
（
小
葉
醗
）

四
人
の
売
子
を
使
い
或
は
他
人
の
札
を
借
絶
し
た
酒
田
孫
七
確
藷
卸

い
つ
れ
も
死
罪
に
な
っ
た
。
米
小
売
は
毎
月
鑑
札
を
う
け
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
を
怠
り
盗
黙
し
て
科
銀
に
処
せ
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。

蕪
八
役
持
の
朱
奮
対
し
て
も
厳
し
い
手
段
を
と
っ
た
。
慶
長
一

八
、
九
年
山
雪
振
わ
ず
丸
持
の
来
藷
蓮
は
累
瀞
増
し
た
が
、
就
山
甲
加
智
（
長

兵
衛
等
一
二
人
の
分
は
著
し
く
義
宣
は
牢
舎
を
命
じ
た
。
政
景
は
便
宜

の
処
置
と
し
て
長
兵
衛
に
対
し
、
未
進
分
四
二
、
八
二
〇
匁
三
の
内

二
、
　
一
一
七
蝕
｛
菰
財
野
寄
丁
の
循
脚
、
　
一
、
六
四
〇
・
匁
惣
出
師
町
人
よ
り

繍一

i
、
留
守
中
の
納
　
銀
や
入
役
地
子
役
の
加
徴
収
可
能
の
愚
心
銀
を
く
口
せ

て
一
遺
憾
を
当
月
中
に
納
め
る
こ
と
賀
し
、
翌
月
一
一
日
を
過
ぎ
不

納　

ﾌ
場
ム
ロ
は
長
針
ハ
衛
魚
脳
鋤
に
牢
念
魂
¢
れ
た
し
と
述
べ
た
能
登
太
郎
丘
ハ

衛
等
の
詩
隠
文
を
と
っ
て
盗
食
を
免
じ
葎
。
他
の
二
人
も
内
銀
の
納

済
に
田
限
を
切
り
同
様
の
請
人
説
文
を
以
て
放
還
し
た
竺
蔽
い
一
上
禰

多
少
に
よ
ら
ず
蓮
上
負
は
離
山
を
許
さ
滋
が
、
慶
長
一
九
年
八
月
義
、
、

宣
は
運
上
負
は
大
小
と
竜
牢
舎
し
長
兵
衛
の
如
く
妻
子
を
売
り
納
済

せ
し
め
よ
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
た
冥
牢
舎
し
た
の
で
は
将
・
来
と

も
警
備
の
機
会
を
土
州
く
す
る
の
で
政
景
の
如
き
は
こ
の
醗
旗
を
と
ら
臓
。

運
上
負
は
田
に
繋
縛
せ
ら
れ
何
時
ま
で
も
納
洛
…
の
義
務
を
負
う
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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近
轍
銀
肉
の
彊
麿
織
縫
（
小
漿
醗
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

あ
る
。
元
瀦
二
年
の
入
役
持
の
山
繭
野
の
長
蓉
が
三
、
五
〇
〇
匁
余
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

朱
進
あ
り
、
同
四
年
に
は
三
三
に
瀕
し
山
奉
行
か
ら
飯
米
を
函
嶺
れ

臼
を
送
る
麿
様
、
五
〇
〇
匁
に
免
さ
る
れ
ば
聖
仲
閣
を
勧
進
す
る
と

巾
禺
で
X
許
さ
れ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
多
数
の
運
上
負
が
少
額
の
内

金
で
宥
鰍
…
を
願
で
た
の
で
、
鼓
景
は
｛
菰
財
妻
子
を
欠
所
一
と
す
れ
ば
内

金
以
上
に
な
る
と
て
取
上
げ
な
か
っ
た
。
け
咽
ゴ
ニ
か
く
運
上
負
は

足
留
の
窪
エ
後
日
納
済
の
機
を
作
ら
し
め
時
宜
に
よ
勤
内
金
で
許
し

た
り
家
財
妻
子
を
欠
所
に
し
た
勧
禺
来
る
だ
け
運
上
三
役
を
集
め
る

こ
と
が
得
策
と
さ
れ
た
。

「
繰
」

①
運
上
諸
役
は
蓮
上
臼
で
袋
示
さ
れ
る
。
実
際
に
通
用
し
た
れ
い
て
ん
ぐ
鷹

　
即
ち
京
闘
で
は
二
割
増
と
な
る
。

⑨
慶
長
噌
七
年
潔
役
は
山
先
二
巴
術
門
他
二
二
『
元
利
二
年
（
季
不
明
）
は

　
伊
勢
母
君
衡
門
を
玉
本
と
し
伊
勢
入
四
人
が
組
を
つ
く
っ
た
。
力
四
、
鋤
、
凶

③
臼
で
粉
砕
す
る
選
鉱
過
程
を
必
要
と
す
る
鉱
贋
。

④
元
利
四
年
の
入
役
の
せ
b
は
高
野
聖
の
長
円
、
し
う
園
が
獣
年
中
二
〇
貫

　
内
鈴
懸
一
〇
貫
と
蔵
入
し
た
に
は
じ
ま
ウ
、
蔭
摩
の
福
原
佐
衛
門
が
二
七

　
貫
内
晶
削
懸
漁
悌
印
佃
鰍
由
尽
日
【
二
七
貫
六
帥
月
以
袖
醐
に
運
上
日
叫
か
俳
U
差
・
上
ぐ
（
霞
入

　
二
七
賞
は
選
上
臼
で
、
前
増
分
は
京
目
散
二
丁
二
五
賞
脳
百
追
加
す
る
）

　
と
せ
つ
て
い
る
っ

一
六

⑤
寛
永
二
年
藩
役
場
の
続
発
善
宕
徳
門
齎
へ
夜
打
が
入
b
旅
入
二
入
掘
子
一

　
人
と
と
も
に
傷
を
つ
け
た
こ
と
見
え
る
。
カ
ニ
、
八
、
∴
七

四
　
幻
出
牧
入
の
対
象
　
そ
の
二
　
御
子
米
鉛

　
特
鋼
行
政
区
を
な
す
鉱
山
に
契
施
し
た
獅
生
米
鉛
な
る
専
売
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

隙
秋
田
藩
で
は
運
上
諸
役
以
上
の
取
入
と
な
っ
た
。

　
稗
払
米
は
主
と
し
て
御
蔵
入
米
獣
磁
を
強
翻
∵
附
に
鉱
山
に
て
購
買

飯
用
せ
し
め
、
米
大
豆
そ
の
他
穀
類
の
移
入
を
厳
禁
し
御
払
米
値
段

は
山
況
そ
の
他
の
条
件
で
公
定
し
た
が
、
　
一
般
に
近
郷
よ
や
甚
だ
高

価
で
あ
っ
允
。

　
銀
山
旧
藩
…
に
納
入
す
る
米
鰍
堀
祝
ト
は
麓
二
王
耀
仁
所
の
御
晶
蔵
米
が

あ
る
。
即
「
ち
院
内
、
漏
…
沢
、
久
保
田
、
湊
、
肺
横
堀
等
の
櫛
械
帳
に
所
雛
從

の
御
蔵
入
地
か
ら
納
め
た
物
戊
米
で
あ
る
。
通
常
二
人
の
藩
士
が
稗

蔵
米
一
を
鼓
岡
取
b
晶
鉄
山
御
蔵
役
に
山
父
渡
す
る
。
こ
の
藩
士
は
赫
斬
取
並
に

交
渡
高
に
つ
き
久
保
田
の
御
零
壇
場
で
算
用
す
る
。
こ
の
聞
に
欠
米

の
度
が
過
る
と
藩
士
は
弁
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
御
蔵
米

浸
け
で
は
不
足
の
こ
と
あ
め
読
た
急
場
の
閥
に
あ
わ
ぬ
こ
と
あ
り
、
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余
り
遠
踵
離
な
ら
ざ
る
村
か
ら
籔
接
肝
煎
の
手
で
銀
山
ま
で
届
け
る

　
　
　
　
　
◎

之
と
も
あ
る
。
激
た
必
要
に
応
じ
買
上
米
や
給
人
物
成
米
な
ど
を
納

入
・
ず
る
こ
と
も
あ
る
。
元
和
九
年
納
米
の
内
御
　
代
　
M
四
郎
丘
ハ
衛
…
、
桜
田

A灘

ｶ
衛
門
報
…
当
の
唯
分
は
｛
湊
御
蔵
米
半
分
は
仙
北
一
下
上
米
で
あ
勤
、

中
野
渡
兵
衛
、
渋
谷
半
三
郎
の
分
は
久
保
田
町
買
上
米
で
あ
っ
た
。

　
駐
二
。
一
寛
永
二
年
に
興
奮
吉
隆
領
の
由
利
那
物
成
米
を
叙
山
へ

上
せ
て
い
る
。
古
沢
瀬
瀬
等
苅
和
野
で
給
人
物
成
千
石
を
請
取
り
銀

山
［
納
入
の
時
過
上
米
・
三
六
石
余
あ
っ
た
に
比
し
、
臨
監
…
病
兵
’
勲
等
が

請
取
つ
た
給
人
物
成
五
一
二
石
は
二
一
石
余
不
足
し
た
の
で
欠
米
分

煙
弁
償
さ
せ
ら
れ
た
。
鞭
ガ

　
納
米
の
運
搬
は
久
保
田
、
湊
方
面
か
ら
は
維
物
川
を
川
舟
で
遡
上

す
る
ゐ
横
堀
附
近
ま
で
は
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
多
く

は
沼
館
附
近
か
ら
陸
運
に
移
さ
れ
た
。
こ
の
陸
揚
米
や
湯
沢
、
院
内

御
蔵
米
は
郷
村
の
人
夫
を
徴
し
駄
貨
を
以
て
運
ん
だ
。
イ
…
胎
一
欝
元

勲
二
年
銀
玉
上
米
の
撮
当
人
片
岡
監
物
、
生
沢
長
蔵
分
、
小
室
浩
八
、

、
墨
田
藤
右
衛
門
分
と
も
に
久
保
田
御
蔵
米
を
、
受
領
し
沼
館
か
ら
銀
出

島
で
駄
寵
し
て
お
り
馬
駄
賃
人
夫
賃
は
藩
よ
り
定
額
を
支
給
さ
れ
た
。

担
当
人
は
賃
銀
を
御
蔵
よ
わ
受
領
し
て
麦
払
い
米
と
と
も
に
御
算
用

　
　
　
　
　
　
逓
世
銀
出
の
領
有
機
縫
（
小
鎮
田
）

場
で
決
算
し
た
。
璽
ぞ

　
零
露
御
蔵
は
銀
山
内
に
あ
る
か
ら
十
分
の
ツ
役
所
を
通
過
す
る
。

そ
れ
に
は
由
奉
行
の
要
判
を
要
し
な
。
元
瀦
四
年
に
十
分
の
一
役
人

に
不
審
あ
珍
と
て
政
景
が
往
査
し
た
ゆ
九
翔
に
稲
庭
村
か
ら
院
内
御

蔵
に
納
め
た
米
九
六
俵
と
四
一
俵
を
院
内
御
蔵
役
溝
水
太
左
衛
門
の

乎
で
銀
出
へ
上
せ
た
が
、
山
奉
行
の
・
幽
憤
を
受
け
る
前
に
急
雨
の
た

め
米
の
濡
る
エ
を
恐
れ
て
、
十
分
の
一
役
須
田
新
」
石
衛
門
は
通
過
せ

レ
め
た
。
ま
た
二
か
月
に
深
堀
…
村
の
大
豆
七
城
を
’
凋
む
四
一
俵
が
入

魂
し
た
が
、
大
豆
の
内
一
越
は
米
で
あ
っ
た
の
で
清
水
の
添
状
で
斎

姓
に
返
し
た
。
三
臼
後
薫
姓
は
大
豆
一
編
を
持
参
し
、
須
田
は
同
じ

切
手
の
内
と
し
て
通
し
た
。
山
奉
行
久
賀
谷
五
郎
兵
衛
は
前
者
の
切

手
に
め
く
ま
で
裏
判
を
拒
み
、
大
豆
一
面
の
件
も
許
容
し
な
い
と
い

・
う
の
で
あ
る
。
政
断
は
稲
庭
村
兼
の
通
過
を
須
田
の
落
度
と
し
、
米

な
ら
ざ
る
大
豆
を
通
し
た
る
は
検
査
不
行
耀
と
し
て
十
分
の
…
役
下

の
者
を
捕
｛
得
し
、
須
田
は
ま
た
山
奉
行
の
許
可
を
得
ず
切
乎
な
き
大

豆
を
通
し
た
る
を
不
届
と
し
た
。
清
水
は
稲
庭
村
請
の
件
は
切
手
を

申
送
つ
た
の
で
失
念
と
な
ら
搬
が
大
豆
の
件
は
山
奉
行
に
は
か
ら
ず

添
状
を
以
て
十
分
の
一
を
出
し
裏
判
な
き
大
豆
髪
請
取
つ
た
点
は
須

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
扁
セ
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近
世
銀
肉
の
領
有
機
構
（
小
黄
田
）

繊
以
上
に
不
都
合
な
勤
と
し
だ
◎
↓
慕
い
一
考

噛
御
払
米
以
外
の
米
大
豆
の
入
出
は
厳
禁
で
、
阿
仁
金
山
で
は
そ
の

他
麦
焦
稗
を
留
物
と
し
て
入
口
番
所
た
立
札
し
て
お
め
院
内
で
も
購

…
様
で
あ
っ
允
と
思
う
。
銀
山
御
蔵
は
御
蔵
役
の
所
管
だ
が
、
開
閉
に
嫁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

山
奉
行
派
遣
の
検
使
が
立
会
い
そ
の
判
を
以
て
封
ず
る
。
至
宝
要
録

に
御
払
粟
小
は
俵
の
窪
工
払
う
と
あ
る
が
、
算
入
ぽ
郷
村
に
よ
り
従
っ

て
一
所
在
の
御
蔵
に
よ
り
一
｛
超
し
な
い
。
ま
た
紬
鮒
米
繭
尚
を
示
す
納
田
升
と

払
米
一
』
高
を
示
す
・
払
升
と
は
容
澱
に
栢
当
の
差
が
あ
る
Q
単
に
升
の
粗

違
だ
け
で
な
く
場
所
時
に
よ
り
大
小
の
．
欠
米
込
米
に
類
す
る
如
き
蜘

米
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
御
払
に
当
っ
て
納
米
高
に
対
し
て
出
闇
と
な

る
。
院
内
平
虫
に
お
け
る
元
和
年
商
の
御
払
米
出
立
は
全
体
と
し
て

不
明
だ
が
、
寛
永
年
期
に
ぱ
一
石
に
つ
き
一
斗
四
、
五
余
か
ら
一
斗
八

ま
で
平
均
｝
斗
六
、
七
で
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば
そ
の
御
払
面
高
は
ど

れ
程
か
。
第
四
章
に
誘
く
は
考
銃
す
る
が
、
元
瀦
後
期
本
高
距
米
で

一
万
三
、
四
千
石
寛
永
に
は
し
だ
い
に
減
じ
七
、
八
七
石
に
な
り
、

払
高
で
は
大
体
そ
の
一
割
六
、
七
分
幽
と
な
る
。
初
期
の
盛
時
に
は

恐
ら
く
秘
記
二
万
石
に
達
し
た
の
で
あ
る
象
い
か
。
当
時
御
払
米
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
榊

他
の
溶
鉱
出
で
も
行
わ
れ
た
し
、
こ
の
内
に
臓
御
蔵
米
以
外
の
分
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

多
謬
少
含
ま
れ
”
た
が
、
蕪
…
の
御
蔵
米
山
尚
一
四
万
余
石
と
推
｛
疋
さ
れ
”
る
か
ら

銀
軍
内
の
処
分
が
大
き
な
割
合
を
占
め
た
こ
と
が
翻
せ
ら
れ
る
。

　
御
目
弧
雌
臼
隅
段
は
隣
接
地
の
相
碍
笏
も
嚇
条
件
と
な
る
が
・
王
に
出
況
に

よ
鈴
公
定
し
た
。
し
か
し
藩
の
都
合
で
山
況
を
も
無
視
し
て
高
収
入

を
企
て
た
こ
と
も
あ
る
。
元
瀦
四
年
一
月
従
来
の
銀
一
貫
．
五
〇
石
を

六
〇
石
四
月
七
〇
石
と
下
げ
た
。
し
か
も
慶
長
一
四
年
以
来
久
保
田

払
升
に
つ
き
一
升
に
つ
き
三
指
小
形
で
あ
っ
た
の
を
久
保
田
舛
な
み

と
し
た
。
七
穴
年
四
五
石
の
高
価
で
十
二
月
五
〇
石
に
忌
め
寛
永
エ

年
＝
一
月
ま
た
四
五
石
と
し
允
。
こ
の
聞
義
宣
は
城
普
請
の
入
崩
米

と
不
作
の
た
め
、
　
「
出
郷
残
候
爵
ハ
」
四
〇
石
と
す
べ
き
を
命
じ
た
こ

　
　
　
＠

と
が
あ
る
。
元
和
四
年
四
月
阿
仁
加
里
で
米
価
を
下
ん
こ
と
を
講
う

て
四
〇
石
を
五
〇
石
と
し
た
が
、
な
お
院
内
の
五
〇
石
を
六
〇
石
に

改
め
允
例
に
倣
う
を
腰
つ
た
。
政
景
は
こ
れ
に
対
し
「
究
と
え
ぱ
納
五

斗
入
一
俵
仙
北
に
て
は
高
口
に
て
「
四
匁
五
分
可
仕
候
、
阿
仁
に
て
は

や
す
口
に
て
七
二
壷
金
候
、
院
内
六
〇
石
は
一
臨
依
九
斑
一
分
八
厘
阿

仁
五
十
石
ハ
一
儒
一
に
付
十
7
匁
」
と
述
べ
院
内
は
割
轟
商
に
な
る
と
し

て
い
る
。
醗
週
＝
六
〇
石
相
場
で
仙
北
の
高
口
竃
場
に
比
し
五
斗
入

一
路
に
つ
き
四
破
六
八
高
く
一
万
石
で
九
三
貫
六
〇
〇
菰
の
割
高
と

（　32il　）



な
る
。

　
藩
は
銀
虫
御
払
米
の
増
加
に
努
め
て
い
る
。
諸
役
人
が
扶
持
米
を

銀
山
内
で
売
却
し
飯
米
を
他
処
で
購
入
す
る
幣
風
あ
っ
て
、
元
勲
四

奪
こ
れ
を
厳
禁
し
た
こ
と
前
述
し
た
。
酒
糀
の
急
心
【
を
禁
止
し
山
内

で
造
酒
せ
し
め
、
院
内
、
小
野
、
横
堀
の
酒
造
具
に
十
分
の
一
思
を

免
除
し
、
糀
を
町
内
で
造
ら
し
窒
役
を
設
定
し
た
◎
一
品
い
杁
い
｝
…
擁

漸
履
糀
歴
に
相
応
の
米
を
貸
与
し
允
こ
と
も
あ
る
。
↓
螺
セ
覧
永
四

年
御
払
米
を
以
て
造
っ
た
酒
崖
善
右
衛
門
の
酒
は
謄
躍
は
も
と
よ
動

松
葡
ま
で
移
出
を
許
し
て
い
る
。
加
㎜
い
鹸
駕

　
御
払
鉛
も
箆
要
な
藩
の
専
売
制
で
あ
っ
た
。
鉛
は
金
銀
の
吹
通
に

不
可
欠
で
殊
に
銀
山
の
消
費
賢
は
大
き
か
っ
た
。
鉛
御
蔵
は
十
分
一

、
長
倉
、
院
内
に
あ
っ
た
が
、
院
内
は
鉛
を
一
時
保
管
す
る
仲
下
用

で
あ
り
、
長
倉
は
予
備
…
用
で
あ
る
。
帰
山
は
軍
内
で
何
ケ
処
か
あ
っ

た
が
、
曲
藤
琴
献
難
由
門
の
剛
貝
上
鉛
が
・
王
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
や
ね

　
至
宝
要
録
に
金
由
へ
鉛
遣
す
に
外
座
の
者
請
取
道
中
御
伝
馬
に
付

て
検
使
が
付
添
う
と
あ
る
が
、
少
く
と
も
初
期
の
購
情
は
そ
う
で
な

い
コ
久
保
田
か
ら
命
を
う
け
た
二
人
が
宰
領
し
て
鉛
を
院
内
ま
た
は

・
†
分
の
一
轍
御
田
馴
へ
持
参
す
る
。
鉛
を
十
分
の
一
御
蔵
で
受
領
す
る

　
　
　
　
　
近
・
薄
銀
肉
の
領
有
機
構
（
小
葉
闘
）

に
は
撫
奉
行
の
隷
P
視
十
．
分
の
一
役
】
人
が
立
ム
ロ
の
上
で
鉛
座
の
者
が

．
素
量
を
改
め
て
行
い
封
印
し
て
納
め
る
。
慶
長
一
七
年
七
月
清
水
忠

丘
呪
術
…
、
山
口
清
左
衛
門
宰
領
の
鉛
は
、
　
一
箇
（
＝
責
）
に
っ
き
一

貫
程
足
ら
ぬ
の
で
秤
の
相
達
と
称
し
て
交
渡
せ
ず
、
宰
領
の
一
人
ぱ

久
保
田
へ
〃
赴
き
藩
老
向
右
近
の
指
示
を
い
り
け
た
〇
一
掬
和
四
面
牛
一
＝
月

村
山
轟
彦
助
W
、
一
松
塚
角
一
右
衛
㎜
門
宰
領
の
鉛
は
唱
過
分
に
欠
た
ち
久
保
田
で

鉛
受
領
の
秤
と
銀
出
現
の
…
間
に
六
貫
樟
に
百
匁
の
差
あ
る
こ
と
訴
え

た
の
で
、
患
張
中
の
政
景
は
双
方
の
秤
を
と
り
寄
ぜ
検
養
せ
る
に
…

繍
碧
血
○
匁
の
差
が
あ
っ
た
。
し
か
し
久
保
田
で
一
簡
二
二
晋
ハ
五
〇
〇

匁
と
し
て
受
領
し
允
鉛
撤
実
は
久
保
田
秤
で
一
二
貫
七
五
〇
匁
山
秤

で
一
瓢
五
〇
匁
の
差
あ
り
と
し
て
二
一
貫
六
〇
〇
匁
は
あ
り
、
計
算

上
の
交
付
高
に
対
し
幽
目
あ
る
筈
と
い
っ
て
い
る
。
つ
読
り
久
保
田

砥X

ﾌ
轟
尚
に
対
し
欠
立
つ
綴
仰
A
口
宰
領
者
の
蹴
蟹
隈
は
免
れ
博
滋
が
、
実
際
　
ぱ

　一

ﾊ
に
出
目
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
↓
噸
い
九

　
鉛
醗
は
山
師
町
入
中
よ
O
せ
っ
て
請
負
わ
し
め
た
。
慶
長
　
七
、

八
年
は
由
門
先
∵
焦
左
衛
門
口
、
　
加
伊
勢
茂
左
衛
門
、
　
同
一
九
年
中
山
八
郎
兵

衛
、
元
和
四
6
5
頃
猪
太
郎
、
元
瀦
八
、
九
寛
永
元
年
播
磨
惣
左
衛
門
、

岡
二
年
か
ら
六
年
・
に
か
け
て
中
山
八
郎
兵
衛
、
田
中
叉
左
衛
門
、
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九

（　3L，5　）



　
　
　
　
　
　
5
8
糠
銀
山
の
領
有
機
構
（
摩
葉
綴
）

爆
…
太
郎
兵
衛
が
受
座
で
あ
っ
允
。
御
払
鉛
の
値
段
は
公
定
さ
れ
る
が

鉛
座
の
収
益
は
何
処
か
ら
生
れ
る
か
。
八
森
銀
寓
の
例
で
は
鉛
座
地

主
藤
左
衛
門
ぱ
鉛
座
撮
蓋
果
の
内
六
歩
半
下
さ
れ
た
し
と
い
っ
て
い

る
。
勤
脈
一
晶
罰
述
の
通
り
鉛
の
弧
司
算
量
に
笑
は
出
目
が
一
般
に
あ
る
。

し
か
し
鉛
交
野
の
際
の
秤
検
は
一
部
分
の
簡
数
を
摘
出
し
て
行
う
の

で
全
部
に
つ
い
て
で
な
い
か
ら
、
出
資
は
大
き
く
な
る
こ
と
も
あ
り

縛
に
ぱ
月
た
つ
場
合
も
あ
ら
う
。
藤
左
衛
門
の
言
分
は
出
目
代
銀
の

内
三
歩
半
上
納
六
血
少
半
を
繍
釜
座
♂
5
5
…
数
料
に
給
付
さ
れ
か
炉
い
と
い
う
の

で
あ
る
。
慶
長
一
七
年
七
月
鉛
円
山
先
撮
左
衛
門
等
は
二
月
か
あ
七

増
豪
で
の
御
払
鉛
に
つ
き
銀
小
包
一
〇
〇
匁
が
け
に
て
出
隅
代
二
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
〇
〇
斑
を
納
め
る
約
束
で
あ
っ
允
が
、
一
向
路
目
な
く
当
月
か
ら

極
月
髪
で
の
分
を
「
御
合
力
な
し
に
賦
払
之
銀
小
包
の
象
エ
可
差
上
」

こ
れ
で
以
前
の
約
束
を
宥
免
．
さ
れ
た
い
と
願
っ
た
。
累
世
甚
太
郎
が

銀
一
、
四
〇
〇
匁
未
進
と
な
っ
て
い
た
の
は
コ
兀
和
四
年
四
月
よ
り
極

月
参
禅
二
歩
出
に
払
出
し
差
上
可
申
由
定
の
内
報
上
弓
牢
」
分
で
あ

っ
た
。
璽
ハ
ハ
三
　
　
　
　
　
　
㌔

　
働
払
聡
警
に
つ
い
て
ぱ
第
三
章
忙
述
べ
る
。
慶
長
一
七
年
頃
凡
そ

四
、
五
万
重
罪
そ
の
馴
し
だ
い
に
肺
凝
じ
元
和
年
間
は
一
万
貫
内
外
∵
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

一
万
五
、
六
千
貫
で
あ
っ
な
。
蜘
潜
は
こ
れ
に
よ
蟄
ど
れ
隔
羅
利
…
醐
を
穂
…

た
か
。

　
銀
山
御
払
鉛
の
・
王
休
は
藤
琴
脇
目
で
あ
る
。
そ
の
㎜
以
上
侑
…
段
は
允
和

穴
黒
鉛
一
〇
貫
に
つ
き
銀
四
五
匁
で
あ
っ
た
の
を
黒
山
運
上
を
免
じ

明
年
は
六
年
以
前
に
復
し
て
四
〇
匁
と
し
た
。
銀
一
匁
鉛
二
五
〇
匁

に
当
る
。
寛
永
四
年
に
五
〇
’
匁
を
四
五
匁
と
し
た
。
同
七
年
に
還
上

目
一
〇
貫
醗
磁
齢
碗
残
　
に
つ
き
三
五
匁
、
同
八
年
に
は
山
目
一
五
貫

融
帽
足
押
紺
誠
鱒
励
酔
旋
砧
ぐ
に
つ
き
三
五
匁
を
四
　
○
匁
に
値
上
げ
し
た
。
こ

れ
は
銀
丁
匁
に
つ
き
京
目
当
四
八
○
匁
を
四
二
〇
匁
と
し
・
た
の
で
あ

る
。
院
内
舘
〔
山
の
御
払
侑
一
段
は
慶
長
一
七
年
頃
銀
一
〇
〇
．
匁
に
鉛
二

五
榊
還
つ
ま
り
一
・
匁
に
つ
き
二
五
〇
匁
、
元
和
六
年
一
匁
に
つ
き
七
〇

破
、
覧
永
八
年
六
月
七
〇
匁
を
一
〇
〇
匁
に
値
下
げ
し
た
。
こ
れ
は

す
ぺ
て
銀
、
由
通
用
の
れ
い
て
ん
ぐ
目
と
見
ら
れ
る
。
慶
長
年
閥
の
買

上
値
は
不
明
だ
が
、
元
和
六
年
乃
至
八
年
に
は
…
貝
上
れ
い
て
ん
ぐ
目

で
銀
丁
匁
に
つ
き
鉛
三
〇
〇
匁
乃
至
四
八
○
匁
と
な
凱
払
値
は
七
〇

」
匁
で
あ
る
、
か
ら
四
倍
乃
至
七
倍
と
な
る
Q
こ
の
紺
刺
率
は
慶
長
年
閣
凹
に

は
一
厨
大
と
考
う
べ
き
公
算
が
あ
る
。
こ
の
考
落
干
の
伝
馬
等
の
賃

銀
を
要
・
ず
る
が
出
目
代
㎞
銀
の
上
納
も
あ
動
藩
の
刹
一
澗
岡
は
莫
大
で
あ
っ
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鹿
。
続
銀
由
記
に
「
誠
に
む
か
レ
銀
出
始
て
二
歳
三
歳
五
さ
い
由
と

数
ふ
る
頃
、
う
た
に
鉛
三
度
に
銀
に
成
と
い
ふ
審
諸
人
い
び
な
ら
は

せ
り
し
と
あ
み
。
鉛
．
三
度
に
銀
に
成
と
は
、
た
と
え
ば
鉛
干
貫
を
払

い
そ
「
の
代
銀
で
鉛
を
買
上
げ
払
う
こ
と
前
後
三
度
で
鉛
千
貫
が
銀
予

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軌

貫
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
御
D
払
鉛
確
保
の
π
め
銀
・
田
内
の
脇
鉛
…
版
融
冗
使
用
は
死
刑
を
以
て
厳

禁
し
た
σ
鉛
座
山
廻
は
随
時
巡
検
し
て
無
意
鉛
所
持
者
並
に
使
溺
者

を
調
べ
て
ま
た
脇
鈴
を
持
込
む
も
の
の
発
見
に
務
め
た
。
書
生
日
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
噛
脇
鉛
違
反
者
の
処
分
が
畳
見
し
て
い
る
』
慶
長
一
七
仁
政
景
の

指
余
は
、
十
・
分
の
一
通
一
過
の
弊
腱
刀
脇
差
鎗
響
に
五
匁
三
」
匁
の
鉛
の
紋
を
お

い
た
も
の
は
役
所
に
預
勤
退
山
の
時
戻
し
、
同
じ
少
量
の
鉛
で
も
形

ば
か
ゆ
に
つ
け
た
刀
脇
差
は
没
取
し
、
五
匁
よ
め
一
〇
吸
引
で
巾
着

ふ
ミ
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

懐
練
に
い
れ
持
つ
た
も
の
は
所
持
晶
欠
所
の
上
命
だ
け
助
け
追
返

し
、
｛
五
匁
二
〇
匁
と
持
つ
・
冷
も
の
ぱ
捕
縛
し
て
山
へ
上
す
と
あ
る

ヨ」

b、

B
同
一
九
奪
に
備
前
次
右
衛
門
…
閣
歩
か
ら
鉛
鉱
を
産
し
床
・
に

使
胴
す
る
た
め
御
払
鉛
が
売
れ
澱
こ
と
が
あ
っ
た
。
博
聞
歩
ぱ
運
上

山
で
あ
っ
て
鉛
鉱
の
所
持
使
用
は
違
法
と
な
ら
ぬ
遡
で
あ
っ
た
が
、

鉛
鉱
．
所
持
の
床
築
石
買
を
調
査
し
封
印
し
礒
限
を
切
り
使
用
を
禁
止

　
　
　
　
　
　
近
世
銀
山
の
領
有
擁
櫛
ハ
小
漿
繊
）

し
一
方
そ
の
閥
歩
並
に
近
傍
の
間
歩
二
五
を
召
上
げ
留
口
を
封
じ
た

こ
と
が
あ
る
。
竺
始
い
傘
戸
六
元
瀦
八
年
に
鉛
座
播
磨
惣
右
衛
門
が

院
内
町
で
拾
う
か
ら
み
が
山
中
御
覧
の
支
障
に
な
る
と
訴
え
、
明
年

正
月
よ
軌
拾
う
こ
と
を
禁
止
し
た
。
↓
似
い
二
四
か
ら
み
は
鉱
石
と
合

せ
て
吹
錬
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

コ
総
」

①
佐
渡
の
如
き
感
情
形
態
で
は
霞
接
に
金
属
の
生
産
を
高
め
る
こ
と
を
目
障

　
の
爲
糠
と
し
て
、
御
払
米
を
市
傭
よ
ゆ
廉
侮
に
下
げ
．
或
は
他
領
他
処
よ
り

　
絡
寮
の
米
を
支
給
す
る
致
籔
を
と
っ
た
こ
と
が
淫
慧
さ
れ
る
。

②
元
和
六
年
九
月
に
灘
蔵
院
開
（
翻
は
薪
田
）
静
座
が
薪
米
五
三
五
四
（
九

　
俵
一
一
馬
齢
斗
ふ
ル
乱
入
）
…
悶
一
〇
貯
月
に
薪
米
二
四
石
ご
一
六
〇
五
（
一
三
佼
一

　
俵
ご
マ
ヤ
九
二
嵐
入
）
を
一
二
肩
に
宵
内
冒
点
景
贋
鵡
繰
が
蔚
轟
小
鰻
五
眉
一
識
六
（

　
一
六
二
俵
叫
二
二
斗
・
入
王
）
を
銀
山
へ
納
入
し
た
。
カ
ニ
、
七
、
二
六

③
元
山
四
年
三
蔵
役
が
山
奉
行
の
検
使
を
ま
た
す
二
千
石
を
売
円
し
た
の
で
、

　
廻
し
不
足
分
上
身
八
三
輔
匁
余
を
弁
償
せ
し
め
た
。
ナ
四
・
肇
そ
二
九

④
真
予
感
婁
漸
牧
牛
長
一
九
年
九
月
一
噸
三
葉
義
宜
の
物
成
並
諸
役
絹
定
条
々

　
に
「
ま
す
の
儀
新
升
に
て
有
様
二
野
べ
し
」
と
漸
虐
使
罵
を
命
じ
、
納
払

　
の
檎
朔
の
揚
会
を
そ
れ
ぞ
れ
明
示
し
て
い
る
か
ら
納
払
と
も
に
漸
升
が
採
．

　
崩
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
．
敷
景
目
記
縫
長
二
〇
年
九
月
一
．
七
欝
の
条
に
「
本

　
升
と
漸
升
の
廊
ひ
た
本
升
五
斗
入
漸
升
に
て
蝋
斗
烈
升
壱
合
郷
鰹
侯
由
御

　
蔵
に
て
喪
落
盤
臼
に
小
野
崎
宵
内
照
代
薫
物
検
使
に
て
極
り
鍵
働
、
膚
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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近
世
銀
僻
の
傾
有
機
構
（
小
漿
繊
）

　
鍛
繰
貰
御
物
譜
」
と
あ
る
。
こ
の
本
升
皇
霊
は
と
も
に
納
升
と
見
ら
れ
る

　
。
即
ち
薪
納
升
五
斗
入
は
払
升
で
五
斗
三
升
五
合
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

　
い
る
。
こ
の
払
升
は
本
升
で
は
あ
る
ま
い
か
。
元
魂
元
年
二
月
の
御
蔵
米

　
算
用
に
元
締
元
年
か
ら
同
四
年
ま
で
米
納
七
二
、
四
一
一
石
余
冶
払
口
納

　
一
石
に
御
用
斗
出
の
算
規
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
払
升
の
繊
は
一
石
に

　
つ
き
一
斗
が
藻
準
ら
し
い
。
箆
永
四
年
陣
仁
金
山
の
御
払
米
田
は
一
石
に

　
つ
き
↓
斗
三
升
余
で
前
年
の
一
斗
八
升
に
卑
し
睡
だ
少
か
っ
た
。
御
算
用
．

　
…
衆
の
疑
問
に
啓
え
て
放
心
は
給
人
物
成
を
御
払
に
廻
し
た
分
が
多
か
っ
た

　
た
め
と
い
、
「
傍
輩
よ
b
詰
取
渡
米
は
互
に
麿
様
に
可
有
之
候
聞
、
街
爵

　
納
升
と
払
升
の
間
さ
た
ま
り
の
外
有
閥
敷
、
壱
斗
の
上
は
百
鍛
よ
夢
の
詰

　
駁
米
に
て
可
有
之
健
」
と
述
べ
た
。
力
践
、
正
、
二
六
即
ち
一
斗
閏
が
定
法

　
で
そ
れ
以
上
は
何
か
の
名
義
で
頁
姓
よ
り
取
立
て
た
分
と
な
る
。
　
ビ

　
徳
趨
義
親
氏
納
升
払
升
の
考
禦
（
社
会
総
済
更
学
ニ
ノ
一
）
は
木
曾
の
升

　
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
が
、
多
少
事
情
が
異
る
よ
う
だ
Q

⑥
佐
竹
藩
初
期
の
知
行
高
蔵
入
高
は
将
来
検
討
を
要
す
る
。
羽
陰
吏
略
慶
長

　
一
三
年
の
条
に
、
此
年
秋
田
仙
北
御
蔵
高
田
七
万
千
五
百
四
十
九
石
九
斗

　
ミ
升
ミ
合
と
あ
り
こ
の
内
払
方
挟
二
方
米
が
潜
干
あ
る
。
秋
臨
県
更
（
州

　
の
九
九
頁
）
に
こ
れ
を
蔵
入
高
と
み
て
六
つ
物
威
の
法
で
本
高
（
蔵
入
石

　
高
）
を
約
一
二
万
石
、
知
行
高
二
〇
万
石
と
し
て
余
の
入
万
石
は
給
知
で
あ

　
ろ
う
と
す
る
。
筒
欝
に
引
く
嘉
永
二
年
欝
上
に
よ
れ
ば
午
乗
申
の
所
務
蔵

　
入
高
一
二
五
、
三
二
五
贋
一
七
一
で
こ
れ
は
明
か
に
蔵
入
石
高
で
蔵
入
米

　
嵩
で
な
い
。
秋
田
県
立
図
講
餓
所
蔵
元
丈
五
年
の
六
郡
土
目
御
高
覚
帳
に

　
　
惣
高
合
三
十
三
万
四
千
五
爵
二
十
四
石
五
斗
一
升
四
合

ニ
ニ

　
　
内
四
　
　
　
捨
榊
力
六
干
…
随
L
T
一
軸
贋
幽
謹
†
嚇
外
八
A
欄
　
　
　
　
　
　
細
柳
蔵
入

　
　
　
内
　
　
七
十
五
石
四
斗
五
升
七
合
　
　
　
　
　
五
断
野
村
今
沢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
町
村
　
御
容
捨

　
　
　
内
一
　
　
　
弐
捨
弐
｝
一
八
岬
†
四
百
十
石
五
酪
や
九
升
山
ハ
ム
窟
　
瓢
棚
分
抽
剛

と
な
っ
て
い
る
Q
佐
竹
家
所
蔵
町
愛
魍
金
面
六
月
二
十
四
臼
の
風
色
分
村

々
豊
門
高
調
の
記
載
法
は
本
珊
藩
歯
内
給
人
菓
碧
午
御
蔵
入
藩
子
、
闘
若

干
内
紛
人
業
若
干
御
蔵
入
諮
子
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
籠
掲
高
覚
帳
も
身
様

で
あ
る
。
敷
畳
日
記
冤
永
四
年
風
趣
二
十
四
臼
の
条
の
寛
永
二
年
二
月
七

日
叢
之
目
録
之
写
は
次
の
如
く
な
る
。

　
入
六
、
　
〇
六
嘱
二
石
九
五
七

一酬

�
l
二
、
　
］
｝
血
○
贋
六
二
五

　
右
一
一
μ
六
つ
丸

面
開

　
一
四
円
、
　
「
七
一
血
踊
二
石
窯
　
一
一
一

内　
　
二
、
　
一
一
七
二
石
六
一
二

　
輔
二
、
四
五
凹
石

　
二
三
三
、
五
三
〇
、

秋
田
本
田
分

仙
北
本
田
分

御
蔵
入
分

給
人
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
三

佐
隠
構
は
崇
印
綬
は
慶
長
以
来
二
〇
五
、
入
一
八
石
で
あ
る
が
、
葭
享

冗
年
の
幕
府
へ
の
届
に
よ
る
と
、
朱
印
高
以
外
に
（
梅
津
忠
孝
日
紀
貞

寛
窯
兀
年
輪
ロ
月
一
一
六
臼
）

　
五
九
、
　
四
六
六
石
門
　
　
　
　
　
田
面
羽
国
国
闘
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志
ハ
O
、
　
一
二
入
　
一
贋
　
　
　
　
　
　
　
悶
四
岡
　
　
薪
珊

　
　
　
　
　
一
二
八
層
　
　
．
　
下
野
剛
新
田

　
以
上
寛
文
四
年
腿
禺
の
高
辻
優
並
目
録

　
　
二
〇
、
三
圏
三
石
　
　
　
　
出
羽
三
嘆
閏

　
　
　
　
　
　
四
五
石
　
　
　
　
下
野
國
赫
田

　
以
上
寛
丈
闘
年
後
の
薪
賑

　
剤
　
　
一
闘
O
、
　
三
六
一
二
石

と
あ
る
。
憾
．
す
る
に
慶
長
以
聚
麟
岡
が
増
加
七
口
丈
葭
享
頃
ま
で
に
は
暑

し
い
開
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
蔵
入
と
給
分
．
に
分
制
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
か
く
て
元
文
年
間
国
入
哨
○
万
二
二
認
永
年
問
…
二
万
余
講

と
な
っ
た
の
で
、
慶
長
年
間
七
万
三
石
は
蔵
入
署
高
で
あ
る
こ
と
は
疑
い

な
い
。
六
つ
成
に
し
て
約
鰯
万
三
千
石
が
蔵
入
米
高
と
な
る
。
寛
永
蹴
年

分
薩
米
Ω
蹴
損
分
を
除
く
）
の
処
分
法
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
力
汽
・
三
、
一
五

内
濠
納

嚇二

l
、
八
〇
七
贋

九
、
四
三
二
二

六
、
　
九
六
廿
「
石

、
閥
、
九
一
〇
石

一
『
九
四
二
石

咽
、
一
二
〇
石

八
、
圏
閥
O
石

⑥
天
英
公
御
欝
寧
（
元
瀦
「
○
）
二
督
二
四
β

⑦
初
期
の
算
罵
欝
と
し
て
次
の
如
く
記
す
。

秋
川
仙
北
扶
持
方

肉
に
て
払

野
城
舟
越
窪
田
材
木
の
代

遊
通
b
賄
へ
厨
人
足
扶
持
方
政
湧
免
肝

燕
免
）

大
豆
納
分

余
分
（
敦
賀
上
米
）

　
　
　
　
　
義
宣
婁
状

返
世
銀
画
の
領
有
概
構
（
小
窮
研
）

撃
貫
・
．
讐
油
搾
聾
什
懸
跡

　
此
払
銀
弐
拾
貫
臼
　
銀
噛
匁
に
御
事
五
十
飼
宛
払
七
倍
利

　
同
　
　
七
千
貫
厨
　
此
銀
弐
重
三
を
以
元
と
す
．

　
銘
払
銀
　
百
四
十
貫
飼

同
四
万
九
干
貫
目
冶
銀
百
圏
＋
貫
量
兀
と
す

　
此
払
銀
　
九
百
八
拾
貫
臼

⑨
パ
ジ
ュ
ス
の
日
本
切
支
丹
宗
門
史
（
書
瞬
訳
中
巻
閥
六
頁
）
に
、
．
一
六
一

　
七
年
（
元
κ
二
三
）
義
宣
は
二
〇
人
の
キ
リ
シ
タ
ン
を
追
放
し
た
時
磨
雷
し

　
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
録
で
少
澱
の
鈴
を
発
見
し
た
「
鈴
は
復
主
の
独
占
の

　
品
」
で
そ
の
鉛
の
街
所
を
告
げ
る
こ
と
を
資
め
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。

　
こ
れ
は
彿
払
錯
制
下
の
院
内
銀
山
融
の
灘
突
か
と
想
わ
れ
る
。
同
藩
の
キ

　
リ
シ
タ
ソ
は
鉱
由
内
に
多
く
特
に
院
内
銀
山
が
申
心
で
あ
っ
た
。
鉱
山
外
・

　
の
鉛
売
買
は
必
し
も
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
。
。
　
「
飽
凶
よ
り
は
御
法
度
に

　
候
間
、
御
分
國
に
術
買
候
へ
」
乏
敵
妖
が
指
．
示
し
た
こ
と
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力
五
、
二
、
　
㎝
七

二
三
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欝

の
知
っ
て
い
る
編
年
的
研
究
の
結
果
と
差
が
あ
る
様

で
、
ひ
い
て
ガ
ホ
ー
ツ
ク
式
土
器
の
編
年
隅
田
概
に

つ
い
て
の
把
握
も
不
明
蔭
な
点
が
多
い
様
に
思
は
れ

る
。
吏
に
叉
惹
蹟
の
牲
質
か
ら
墳
燃
、
竪
穴
等
の
一

括
遺
物
を
串
心
に
高
空
な
塑
式
学
的
研
究
に
及
ば
れ

る
事
が
あ
れ
ぽ
一
層
完
全
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
ま
れ
オ
ホ
ー
ツ
ク

弐
文
化
の
最
良
遺
蹟
の
資
料
集
が
六
二
頁
に
も
わ
た

る
鷺
冨
な
図
版
i
中
に
は
二
葉
散
杉
山
寿
栄
男
氏

の
図
が
あ
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
雪
雲
的
気
分
に
さ
そ
っ

て
く
れ
る
も
の
も
あ
る
一
を
・
黒
と
し
て
萬
版
さ
れ

た
こ
と
は
学
界
の
為
に
喜
ぶ
べ
き
事
と
賓
は
ね
ば
な

ら
識
。
最
後
に
余
り
豪
灘
な
為
わ
れ
わ
れ
貧
鉱
生
に

と
っ
て
高
峰
の
花
で
あ
る
点
が
現
下
の
状
勢
の
も
と

余
縫
な
い
と
し
て
も
本
欝
の
唯
一
の
欠
点
で
あ
る
と

患
は
れ
る
。
　
（
飯
・
綱
走
郷
土
艶
物
館
、
読
響
欝
店

・
本
丈
8
2
図
版
6
2
、
頒
纈
二
〇
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
理
井
　
二
足
－

〉：

X

X
’
　
　
X

絵

解

一
〇
六

　
　
　
　
グ
ブ
タ
時
代
の
銅
板
交
書

　
’
グ
プ
タ
朝
及
び
以
後
の
印
度
に
於
て
は
、
烹
地

　
叉
は
村
落
の
譲
与
売
買
難
燃
の
場
合
に
は
、
多
く

　
黒
総
に
所
定
の
事
項
を
刻
し
、
之
を
郡
又
は
敷
府

　
に
保
管
し
、
後
日
の
課
拠
書
類
と
し
た
。
鶴
野
に

　
当
る
も
の
で
あ
る
。
之
に
は
郡
叉
は
敷
府
の
印
が

　
捺
さ
れ
て
あ
っ
て
、
こ
れ
の
発
谷
に
よ
っ
て
、
公

　
式
の
そ
の
上
級
五
器
纒
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な

　
る
Q
そ
の
形
式
は
一
飯
し
て
お
っ
て
、
最
初
に
、

　
そ
の
譲
与
そ
の
他
の
有
は
れ
た
時
の
続
治
者
た
る

　
王
と
そ
の
系
諮
蚊
ぴ
に
紀
年
を
記
し
、
次
に
之
を

　
行
う
人
の
系
諮
を
記
し
、
次
に
証
入
と
し
て
闘
保

　
者
を
列
記
し
、
次
に
そ
の
譲
与
そ
の
他
に
伴
う
税

　
賦
そ
の
他
の
鳳
柱
体
的
な
内
容
蚊
び
に
鏡
界
を
騨
記

　
し
、
最
後
に
、
該
丈
欝
の
艇
草
者
と
．
伝
燃
費
係
庸

　
を
記
し
て
い
る
Q
婆
羅
門
が
こ
の
種
の
銅
板
交
野

　
を
偽
造
し
、
免
税
の
懇
誠
を
享
受
し
て
い
る
の
を

　
知
っ
て
、
ハ
ル
シ
ヤ
ヴ
ア
ル
ダ
ナ
（
戒
日
電
）
が
、

　
そ
の
文
題
を
艘
瞬
．
し
た
こ
と
を
記
し
た
丈
欝
が
あ

　、

驕
B
之
等
欝
欝
は
大
概
銅
板
で
あ
る
が
、
他
の
金

　
属
と
の
合
金
も
あ
り
、
黄
金
の
も
の
も
現
存
し
て

　
い
る
。
之
は
銅
職
人
そ
の
他
之
を
専
門
と
せ
る
下

　
級
職
入
に
よ
っ
て
冒
せ
ら
れ
、
支
帯
の
変
更
に
よ

　
つ
て
、
後
の
時
代
に
そ
の
個
所
を
抹
殺
し
、
薪
し

　
い
税
額
を
刻
し
た
も
の
も
現
存
し
て
い
る
。

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佐
藤
圭
閥
郊
）

　
　
　
銀
製
錬
の
図
　
　
　
　
　
・

　
こ
れ
は
銀
製
錬
の
最
終
工
程
を
示
す
閑
で
あ

る
。
馬
競
絞
り
に
か
け
た
灰
吹
銀
を
猟
．
る
工
程
は

こ
の
絵
巻
の
、
こ
の
図
に
先
立
つ
二
枚
の
図
に
示

さ
れ
て
い
る
。

（
ユ
）
合
か
ね
（
含
銀
鋼
と
鉛
）
を
欝
、
蛮
絞
b
に

　
し
て
、
銀
鉛
の
勝
は
一
緒
に
な
り
、
鈴
轡
…
に
落

　
ち
形
の
如
く
に
絹
戒
候
を
藁
銀
と
唱
え
、
此
晶

　
、
灰
吹
庫
に
荒
灰
吹
銀
に
て
吹
立
て
、
銅
は
右
欝

　
．
蟹
来
釜
の
申
に
し
つ
ら
え
候
事
O

（
2
）
前
条
彊
銀
と
唱
え
置
上
を
、
灰
吹
珠
に
て
・

　
荒
土
二
条
に
吹
立
、
軸
潜
炉
灰
野
中
に
有
之
候

　
に
付
、
灰
籠
に
取
上
げ
留
粒
と
唱
え
溜
置
き
、

　
為
・
二
流
と
庫
太
庫
に
て
寺
家
取
候
、
審
Q
右
の
工

　
殺
に
次
い
で
雪
後
に
上
質
の
銀
を
と
る
工
程
が

　
こ
の
図
で
あ
る
Q
そ
れ
は

（
3
）
鍋
三
四
升
入
位
成
を
居
、
錐
灰
一
盃
入
．
炉

　
作
い
た
し
、
真
中
に
上
銀
の
木
形
を
以
窪
を

　
群
…
、
荒
灰
吹
銀
を
上
置
二
子
壱
等
差
漸
て
上
銀

　
に
吹
立
弔
事

と
あ
る
。

　
こ
れ
は
近
世
後
期
の
生
野
銀
山
の
製
錬
工
程
を

示
す
も
の
で
あ
る
が
（
生
野
鉱
染
所
．
所
蔵
）
、
院

内
銀
山
の
揚
合
も
原
瑚
的
に
は
同
一
で
あ
っ
た
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
葉
田
　
淳
）

（　・11L）　）
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St疑dies　inセhe　lnna董　S…星ver

　　　　　　　　　瓢量no

　　　　　　　　　　ノ玉’∫〃∫ルノ　（》li4c～4

　　’yhe　history　of　niin；’nsr　in　Japan　is

a　field　hitlierto　little　explored．　The

history　ot’　mining，　ets’pecially　the

increase　in　the　production　of　precious

metals　in　the　xvl－xvll　centuries　in

Japan，　is　an　important　historical

problem，　because　it　is　an　important

historical　problem，　because　it　is　qlosely

cennected　with　the　econonomic　deve－

lopment　of　this　country　in　moclern

times　ancl，　in　this　sense，　with　world

history．　X￥hen　we　take　up　the　p’窒?Ｃ撃?ｉ?

of　silver　procluction　at　the　lnnai　mine

we，have　to　mial〈e　inve3ticgation　into

the　systein　of　ownextsl｝ip　dy　the　feudal

lord，　the　inode　of　production，　etc．，　in

the　light　of　the　stages　of　develoPエnent

of　mining　in　Japan．　This　naturally

leacls　to　the　comparison　of　the　com－

parison　of　the　lnnai　silver　mine　witli

other　inines．　In　view　of　the　fact　tliat

there　are　on］y　few　niines　whose
histoflcal　records　are　better　preserved

．than　the　1nnai　：nine，　a　close　investig－

at三〇n　of　its　history　seeエns　to　constitute

the　prerequisite　to　understanding　the

clevelopment　of　inining　in　Japan．　The

present　article　consists　of　four
chapters：　1．　Tlxe　Mechanism　of　Ow－

nership；　II．　The　Form　and　System

of　Procluction　；　III．　Trends　ln　Silver

Production；　IV　The　Struct’浮窒?　of　the

l）v’1ining　Town．　lii　the　present　number

appear＄　Chapter　1，　which　deal＄　with

the　administratixre　system　of　the　Mine

under　the　feudal　lorcl　ancl　his　incoTnes

arising　froin　the　ownership．　lt　：r，ay

bq　notecl　that　the　g．yst’ein　of　inining

h¢re　　d¢scr韮be遺　　of　　t鼓¢　　1籍：ユai　　Illi13e

revrct，en・ts　one　of　the　mines　of　nio＄t

common　type，　thQugh　there　were，　of

cenrse，　exceptions．

A　Study　of　Social’　Structure

Under　the　Gupta　Dynasty
　　　　（VI－VIII　Centuries）

　　　　　　　」（eノ∫〃か。∫〃。

　　The　cliscovery　of　a　nurnber　of　cleecls．

inscribecl　on　bronze　plateii　dated　pre－

Islainic　ages　in　lndia　seems　to　throw

a　new　ljght　op　the　study　of　the

villa．ff．e　comniunlty　in　lndia，　which

ha＄　been　little　explored　clue　to　scar－

cety　of　data．　During　the　period　under

the　Gupta　clynasty，　IV－VIII　centuries，

blood　relationship　a＄　bin“ding　forces　of

the　village　community　persistecl，
though　declining，　and　sub－clans　splitted

frorn　tlie　orr，ginal　clan　constituted　the

kernel　of　village　association．　ln　the

viiiag，　e　there　was　discrimlnation

between　the　full　znembers　on　the　one

hancl　and　the　unfree　men　and　im－

inigrants　on　the　other．　Such　dlscri－

mination・　will　be　seen　in　the　mode　of

alloting　land，　i．e．　allotment　within　the

boundary　of　the　vi’llage　and　that　on

its　border，　as　well　as　in　the　taxation

system．　Antagonism　between　the
king　ancl・　the　village，　community　e－

merged　as　the　resuit　of　clispute　over

the　right　of　cultivating　uncultivated

§Qi1．1鷺spite．o£such　burユ1三ng　pro－

blems　the　villa．gre　comi’nunity　had

qpntinuecl　to　grow　until　the　Muslims

invadecl　lndia　ancl　offected　a　whole－

sale　change　in　social　structure，　irnpo＄一

h壌the　Za蝋二ldar　as　a　new　taxat量on

systelll．

　　　　　The　German　Ernpire　and

　　　　　　　the　Cukure　Struggle・

　　　　　　　　　　Ge〃艀。ゑ1〃。溶‘耀

　It　is　．generally　acceptecl
Bisma’rcl〈’s　so－callecl　Culture

that

Stru慈ζ1e

（　，1　1．8　J）


